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式
部
寮
達
「
神
社
祭
式
」
の
成
立

竹

内

雅

之

は
じ
め
に

　

明
治
六
年
、
式
部
寮
に
よ
り
「
官
幣
諸
社
官
祭
式
」
と
「
官
国
幣

社
祈
年
祭
式
」
は
同
日
に
布
達
さ
れ
た
。
そ
れ
は
三
月
二
日
（
旧
暦

二
月
四
日
）
の
祈
年
祭
の
当
日
の
こ
と
で
あ
り
、
両
祭
式
は
祈
年
祭

に
参
向
し
た
地
方
官
に
渡
さ
れ
た
。
前
者
は
官
幣
社
の
例
祭
、
後
者

は
官
国
幣
社
の
祈
年
祭
を
対
象
と
し
た
祭
式
で
あ
っ
た（

1
（

。
こ
れ
に
前

後
し
て
式
部
寮
で
は
神
社
祭
祀
に
関
し
て
包
括
的
な
調
査
が
行
な
わ

れ
て
い
た
。
そ
の
過
程
を
示
す
記
録
が
四
冊
の
宮
内
庁
図
書
寮
文
庫

蔵
『
祭
式
』
で
あ
る
。
四
冊
の
『
祭
式
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
式
部
寮
達

「
神
社
祭
式（

2
（

」
に
繋
る
も
の
で
あ
る
が
、
系
統
立
っ
た
も
の
で
は
な

く
、
祭
祀
の
掲
載
順
序
、
由
緒
や
式
次
第
の
内
容
、
書
込
み
な
ど
に

そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
特
徴
は
そ
の
ま
ま
明
治
五

年
か
ら
八
年
ま
で
の
式
部
寮
に
よ
る
試
行
錯
誤
の
あ
と
と
考
え
ら
れ

る
。
本
稿
で
は
四
冊
の
『
祭
式
』
を
仔
細
に
追
う
こ
と
で
式
部
寮
達

「
神
社
祭
式
」
が
ど
の
よ
う
に
整
備
さ
れ
た
の
か
を
窺
う
。

一
　
宮
内
庁
蔵
『
祭
式
』
四
冊
の
比
較

　
『
祭
式
』
四
冊
は
宮
内
庁
図
書
寮
文
庫
に
一
括
収
蔵
さ
れ
て
い
る（

（
（

。

四
冊
は
表
紙
に
図
書
寮
ラ
ベ
ル
が
貼
ら
れ
て
お
り
、
う
ち
三
冊
の
ラ

ベ
ル
に
は
識
別
番
号
が
そ
れ
ぞ
れ
①
③
④
と
記
入
さ
れ
て
い
る
。
本

稿
で
は
識
別
番
号
の
な
い
一
冊
に
缺
番
の
②
を
あ
て
る
。
①
は
八
行

の
太
政
官
罫
紙
四
十
三
丁
の
写
本
、
②
は
柱
に
「
祭
式
」
と
あ
る
三

十
三
丁
の
版
本
、
③
は
十
行
の
太
政
官
罫
紙
四
十
一
丁
の
写
本
、
④

は
八
行
の
太
政
官
罫
紙
五
十
三
丁
の
写
本
で
あ
る
。
な
お
表
紙
に
貼

ら
れ
た
題
箋
の
「
祭
式
」
の
筆
文
字
は
①
②
③
④
と
も
酷
似
し
て
い

る
の
で
、
の
ち
の
時
代
に
表
紙
が
施
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
『
祭
式
』
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
、
高
原
光
啓
は
神
社

本
庁
所
蔵
の
『
祭
式
』（
②
系
統
、
筆
者
註
）
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

言
及
し
て
い
る
。
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諸
方
よ
り
祭
式
に
関
す
る
伺
い
が
多
く
な
り
、
そ
れ
に
対
応

す
る
た
め
に
『
祭
式
』
や
『
祭
儀
』
を
頒
布
す
る
こ
と
を
式
部

寮
は
考
え
（
中
略
）『
祭
式
』
他
は
包
括
的
な
祭
式
が
定
め
ら

れ
な
い
状
況
に
お
い
て
、
一
つ
の
指
針
と
し
て
活
用
さ
れ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か（

4
（

。

ま
た
、
星
野
光
樹
は
『
祭
式
』
四
冊
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
及
し

て
い
る
。

一
冊
（
②
、
筆
者
註
）
は
近
衛
・
千
家
両
名
の
記
載
の
あ
る
も

の
で
、
前
述
し
た
神
社
本
庁
所
蔵
の
『
祭
式
』
と
同
様
の
内
容

の
も
の
で
、
そ
れ
に
加
筆
、
訂
正
が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
目
次
に
お
い
て
、
官
幣
社
・
国
幣
社
共
通
の
祭
式
と
な
っ

て
い
る
。
残
り
の
二
冊
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
祈
年
祭
、
新
嘗

祭
（
官
国
幣
社
共
通
）、
官
幣
社
例
祭
、
国
幣
社
例
祭
、
府
県
社

（
祈
年
祭
、
新
嘗
祭
、
例
祭
）、
郷
村
社
（
同
上
）、
官
幣
社
以
下
一

般
通
式
の
項
目
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
明
治
六
年
四
月
に

上
申
さ
れ
た
『
祭
式
』
の
後
、
引
き
続
き
、
式
部
寮
に
よ
り
調

査
、
編
纂
を
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。『
明
治
七
年　

祭

祀
録　

稿
本
十
三
』
に
は
、「
神
社
祭
式
」
を
め
ぐ
る
掛
け
合

い
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
、
明
治
七
年
一
月
十
三

日
の
式
部
寮
か
ら
教
部
省
へ
の
照
会
に
は
、「
別
冊
祭
式
〈
略

之
〉
取
調
出
来
候
ニ
付
一
応
及
御
打
合
候
御
異
存
之
廉
有
之
候

ハ
ヽ
御
申
越
有
之
度
此
段
申
進
候
也
」
と
あ
る
が
、
こ
の
別
冊

と
あ
る
「
祭
式
」
の
編
纂
過
程
に
お
い
て
成
っ
た
も
の
が
、
こ

れ
ら
の
資
料
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る（

5
（

。

高
原
・
星
野
と
も
に
『
祭
式
』
が
当
時
の
式
部
寮
の
祭
祀
事
務
に
関

聯
し
て
、
あ
る
い
は
、
し
か
る
べ
き
法
令
た
る
式
部
寮
達
「
神
社
祭

式
」
の
制
定
を
目
指
し
て
草
稿
と
し
て
編
輯
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し

て
い
る
。
た
し
か
に
四
冊
と
も
官
国
幣
社
・
府
県
郷
村
社
で
執
行
さ

れ
る
祈
年
祭
、
新
嘗
祭
、
例
祭
な
ど
の
諸
祭
に
つ
き
、
そ
の
由
緒
・

式
次
第
を
包
括
的
に
ま
と
め
た
も
の
で
式
部
寮
達
「
神
社
祭
式
」
の

草
稿
と
み
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
筆
者
と
し
て
は
、
さ
ら
に
『
祭

式
』
の
教
書
と
し
て
の
性
格
、
ま
た
社
格
に
応
じ
た
神
饌
品
目
・
数

量
の
設
定
方
法
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
法
令
と
し
て
何
が
求
め
ら

れ
た
の
か
を
探
り
た
い
。
ま
ず
は
四
冊
全
体
を
見
通
す
た
め
、
表
1

に
『
祭
式
』
①
②
③
④
の
目
次
・
祭
日
・
特
徴
を
ま
と
め
、
次
節
以

降
に
検
討
を
加
え
る
。

二
　
教
書
と
し
て
の
『
祭
式
』

　

河
野
省
三
は
「
明
治
初
年
の
教
化
運
動（

（
（

」
に
お
い
て
「
文
明
開
化

の
社
会
に
直
面
し
て
、
我
が
国
体
、
神
道
、
古
典
、
国
学
等
を
背
景

と
し
て
試
み
ら
れ
た
教
化
啓
蒙
の
運
動
を
、
現
存
す
る
書
籍
の
上
か

ら
考
察
し
て
（
中
略
）
⑴
文
明
開
化
そ
の
も
の
を
直
接
に
説
明
し
て

を
る
も
の
、
⑵
我
が
皇
道
、
神
道
、
国
史
等
の
知
識
を
啓
発
し
よ
う

と
し
て
を
る
も
の
、
⑶
新
し
い
国
民
生
活
に
必
要
な
儀
礼
的
智
識
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表
1
　『
祭
式
』
四
冊
の
目
次
・
祭
日
・
特
徴

『
祭
式
』
①

『
祭
式
』
②

『
祭
式
』
③

『
祭
式
』
④

目
次

○
官
幣
国
幣
社
目
次

　

�
元
始
祭
／
祈
年
祭
／
新
嘗
祭
／
例

祭
○
府
県
社
目
次

　

同
上

○
郷
村
社
目
次

　

同
上

○
官
幣
社
以
下
一
般
通
式
目
次

　

�

神
宮
遥
拝
／
畝
傍
山
東
北
山
陵

　

��

遥
拝
〈
紀
元
節
〉
／
同
上
〈
御
例

祭
〉
／
後
月
輪
東
山
陵
遥
拝
／
大

祓
／
天
長
節

○
諸
社
改
造
遷
坐
式
目
次

　

仮
殿
遷
坐
／
本
殿
遷
坐

○
官
幣
国
幣
官
社
式
／
目
次

　

祈
年
祭
／
新
嘗
祭
／
例
祭

○
府
県
郷
村
社
式
／
目
次

　

祈
年
祭
／
新
嘗
祭
／
例
祭

○�
以
下
祭
式
官
社
以
下
神
社
一
般
ノ

通
規
ト
ス
／
目
次

　

�

元
始
祭
／
神
武
天
皇
御
陵
遥
拝
／

神
宮
遥
拝
／
天
長
節
祭
／
大
祓

○
官
国
幣
社

　

祈
年
祭
／
新
嘗
祭

○
官
幣
社

　

例
祭

○
国
幣
社

　

例
祭

○
府
県
社

祈
年
祭
／
新
嘗
祭
／
例
祭

○
郷
村
社

　

同
上

○
官
幣
社
以
下
一
般
通
式

　

�

元
始
祭
／
神
宮
遥
拝
／
畝
傍
山
東

北
山
陵
〈
神
武
天
皇
〉
遥
拝
〈
紀

元
節
〉
／　

同
上
〈
御
例
祭
〉
／

後
月
輪
東
山
陵
〈
孝
明
天
皇
〉
遥

拝
／
大
祓
／
天
長
節
／

　

仮
殿
遷
坐
／
本
殿
遷
坐

○
官
幣
国
幣
社
目
次

　

祈
年
祭
／
新
嘗
祭
／
例
祭

○
府
県
社
目
次

　

同
上

○
郷
村
社
目
次

　

同
上

○
官
幣
社
以
下
一
般
通
式
目
次

　

�

元
始
祭
／
神
宮
遥
拝
／
畝
傍
山
東

北
山
陵
遥
拝
〈
紀
元
節
〉
／
同
上

〈
御
例
祭
〉
／
後
月
輪
東
山
陵
遥

拝
／
大
祓
／
天
長
節

○
諸
社
改
造
遷
坐
式
目
次

　

仮
殿
遷
坐
／
本
殿
遷
坐

祭
日

新
暦

旧
暦

新
暦

新
暦

特
徴

元
始
祭
を
巻
首
に
お
く
。

扉
に
「
祭
式
〈
幣
物
神
饌
〉
改
之

方
」
と
内
題
を
掲
げ
、
新
嘗
祭
に
夕

御
饌
・
暁
神
饌
を
供
す
る
。

官
幣
・
国
幣
の
別
が
あ
り
、
祈
年
祭

奉
幣
式
の
執
行
順
が
社
格
に
対
応
し

て
い
る
。

遷
坐
式
に
は
「
安
房
神
社
之
也
」
と

書
込
ま
れ
、
社
格
に
応
じ
た
神
饌
が

数
量
→
品
目
の
順
に
設
定
さ
れ
て
い

る
。



式部寮達「神社祭式」の成立（竹内）187

（
例
へ
ば
葬
婚
礼
法
等
）
を
供
給
し
よ
う
と
し
て
を
る
も
の
ゝ
三
様
に

区
別
し
て
」
い
る
。
分
類
⑶
に
は
神
葬
祭
関
聯
の
書
籍
が
多
く
含
ま

れ
て
お
り
河
野
も
こ
れ
に
注
目
し
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
で
分
類
⑶
に

は
官
祭
・
私
祭
を
含
め
た
神
社
祭
祀
に
関
す
る
書
籍
も
ま
た
含
ま
れ

て
い
る
。『
神
社
祭
式
』
を
は
じ
め
、
人
生
儀
礼
に
関
す
る
『
五
儀

略
式（

（
（

』、
家
庭
の
年
中
行
事
に
関
す
る
『
年
中
神
拝
略
記（

（
（

』、
神
棚
の

祭
り
方
に
関
す
る
『
皇
大
神
宮
大
麻
奉
祀
式（

9
（

』
な
ど
で
あ
る
。『
神

社
祭
式
』
以
外
は
神
社
あ
る
い
は
家
庭
で
行
わ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
私

祭
に
関
す
る
啓
蒙
書
で
あ
る
。
私
祭
は
、
行
政
上
、
官
祭
と
区
別
さ

れ
る
と
は
い
え
習
俗
と
し
て
は
同
じ
神
道
祭
祀
と
し
て
と
も
に
国
民

教
化
の
手
段
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
『
五
儀
略
式
』
を
取
り
上

げ
、
そ
の
内
容
を
以
下
に
確
認
す
る
。『
五
儀
略
式
』
は
内
題
、「
神

宮
祭
主
兼
大
教
正
正
二
位
近
衛
忠
房
謹
撰
」
の
識
語
の
あ
と
以
下
の

序
文
が
続
く
。

凡
人
タ
ル
者
身
ヲ
修
メ
道
ヲ
行
フ
其
根
蒂
ハ
即
チ
三
条
ノ
教
憲

ナ
リ
（
中
略
）
コ
レ
教
憲
ノ
依
テ
起
ル
所
以
ナ
リ
爰
ニ
遠
ク　
0

0

神
祖
ノ
聖
業
ヲ
摸
シ
近
ク　

朝
廷
ノ
大
礼
ニ
基
キ
人
生
日
用
ニ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

切
ナ
ル
者
ヲ
取
テ

0

0

0

0

0

0

0

五
儀
略
式
ヲ
撰
定
ス
（
以
下
略
、
傍
点
筆
者
）

さ
ら
に
目
次
に
は
「
誕
生
之
式
」「
創
業
之
式
」「
婚
姻
之
式
」「
奏

功
之
式
」「
葬
祭
之
式
」
の
五
儀
が
並
ぶ
。
そ
れ
で
は
人
生
に
お
け

る
第
一
の
儀
式
と
さ
れ
た
「
誕
生
之
式
」
を
み
て
み
よ
う
。

　
　

�

誕
生
ハ
人
始
メ
テ
出
生
ス
ル
礼
式
ニ
シ
テ
是
ヲ
人
間
生
涯

ノ
第
一
儀
ト
ス
是
則
皇
上
天
長
節
ノ
大
礼
ニ
基
キ
且　

伊

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

邪
那
岐
命
ノ
千
五
百
ノ
産
屋
ヲ
建
テ
人
民
ヲ
蕃
息
セ
シ
メ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ム
ト
ノ
神
慮
ニ
因
テ
起
ル
所
ナ
リ
上
古　

天
祖
ノ　

皇
孫

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ヲ
以
テ
長
ク
現
界
顕
事
ノ　

大
君
ト
定
メ
テ
天
降
シ
給
ヒ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

大
国
主
神
ニ
ハ
幽
界
冥
府
ヲ
主
ラ
シ
メ
給
フ
ヨ
リ
顕
幽
域

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ヲ
異
ニ
セ
リ

0

0

0

0

0

故
ニ
今
日
ニ
在
テ
ハ
必
ズ　

朝
廷
ノ
政
令
ヲ

奉
シ
テ
昇
平
ノ
化
ヲ
仰
ヘ
シ
（
以
下
略
）

一
子
出
生
セ
ハ
先
戸
長
ニ
年
月
日
姓
名
ヲ
届
出
テ
預
メ
社
参
ノ

日
限
〈
大
抵
第
廿
一
日
目
ト
ス
〉
ヲ
定
メ
テ
神
官
ニ
申
出
守
札

ヲ
乞
フ
ヘ
シ

一
当
日
父
若
ク
ハ
親
戚
生
児
ヲ
抱
キ
テ
産
土
神
社
ニ
参
詣
ス
神

官
ハ
戸
長
ノ
證
書
に
照
シ
其
姓
名
年
月
日
ヲ
氏
子
帳
ニ
認
ム
ヘ

シ一
式
祭
ノ
奠
具
ヲ
神
社
ニ
持
参
ス
ヘ
シ
〈
或
万
事
神
官
ニ
依
托

シ
テ
後
ニ
謝
ス
ル
モ
可
ナ
リ
〉

次
神
官
祓
除
ノ
式
ヲ
行
フ
如
レ
常

次
抱
レ
児
者
神
殿
ニ
着
坐
拝
礼

次
神
官
進
ミ
テ
祭
典
ヲ
行
フ
如
レ
常
（
以
下
略
、
傍
点
筆
者
）

右
構
成
は
、
原
由
→
準
備
→
式
次
第
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
誕

生
之
式
」
の
原
由
は
天
長
節
に
基
き（

（（
（

、
か
つ
伊
邪
那
岐
命
の
事
績
か

ら
始
ま
り
皇
孫
と
大
国
主
神
の
顕
幽
分
界
に
も
淵
源
を
も
つ
と
い
う
。

「
創
業
之
式
」「
婚
姻
之
式
」「
奏
功
之
式
」
の
各
人
生
儀
礼
に
つ
い
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て
も
同
様
の
構
成
を
も
つ（
（（
（

。

　

い
っ
ぽ
う
『
神
社
祭
式
』
の
な
か
で
祭
祀
の
原
由
を
明
確
に
し
て

い
る
も
の
は
少
な
く
、
た
い
て
い
祭
日
と
当
日
の
宮
中
に
お
け
る
祭

祀
あ
る
い
は
班
幣
の
事
実
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
原
由
を
強
く
押
し

出
し
て
い
る
の
が
元
始
祭
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
『
神
社
祭
式
』
の
官

国
幣
社
通
式
中
、
元
始
祭
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

　
　

元
始
祭
〈
一
月
三
日
〉

　
　

�

此
日
宮
中
ニ
於
テ
賢
所
並
天
神
地
祇
御
歴
代
皇
霊
ヲ
御
親

祭
在
セ
ラ
ル
是
天
日
嗣
ノ
本
始
ヲ
祝
シ
テ
歳
首
ニ
祀
リ
給

フ
義
ナ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
元
始
祭
ト
称
ス
因
テ
地
方
ニ
於
テ

モ
此
ノ
大
典
ヲ
遵
奉
シ
祭
祀
ヲ
執
行
ス
へ
シ

当
日
早
旦
神
官
神
殿
ヲ
装
飾
ス

午
前
第
八
時
神
官
ノ
長
官
以
下
幄
舎
ニ
着
ク

次
同
官
殿
ニ
昇
リ
御
扉
ヲ
開
キ
（
以
下
略
）

右
の
元
始
祭
式
の
構
成
は
『
五
儀
略
式
』「
誕
生
之
式
」
と
同
様
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
元
始
祭
は
他
の
神
社
祭
祀
に
先
駆
け
て
そ
の

祭
式
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
明
治
五
年
十
一
月
二
十
三
日
の

こ
と
で
、
元
始
祭
式
は
太
政
官
布
告
第
三
百
五
十
八
号
に
よ
り
孝
明

天
皇
・
神
武
天
皇
遥
拝
式
と
同
日
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
当
該
布
告

の
別
冊
に
は
「
官
幣
国
幣
社
並
府
県
社
元
始
祭
式
」「
郷
村
社
元
始

祭
式
」
の
二
つ
祭
式
が
併
記
さ
れ
る
。
前
者
の
冒
頭
に
は
、

一
月
三
日
宮
中
神
殿
ニ
於
テ　

賢
所
並
八
神
天
神
地
祇
御
歴
代

皇
霊
ヲ
御
親
祭
在
セ
ラ
ル
是
天
日
嗣
ノ
本
始
ヲ
歳
首
ニ
祀
リ
給

フ
義
ナ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
元
始
祭
ト
称
ス
地
方
ニ
於
テ
モ
此
ノ
大

典
ヲ
遵
奉
シ
官
社
以
下
祭
祀
ヲ
修
シ
官
員
及
ヒ
人
民
悉
ク
参
拝

ス
ヘ
シ

と
掲
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
『
神
社
祭
式
』
の
原
由
に
相

当
す
る
部
分
で
あ
る
。
そ
し
て
「
官
幣
国
幣
社
並
府
県
社
元
始
祭

式
」
の
式
次
第
が
続
く
。
い
っ
ぽ
う
「
郷
村
社
元
始
祭
式
」
に
は
原

由
は
な
く
、
式
次
第
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
表
2
に
ま
と
め
比
較

す
る
。

　

表
2
に
お
い
て
元
始
祭
式
が
官
幣
国
幣
社
並
府
県
社
と
郷
村
社
に

よ
り
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
区
分
は
、
当
時
、

教
部
省
が
推
進
し
て
い
た
官
社
再
編
案
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
官
社
再
編
案
中
の
附
帯
条
件
た
る
官
幣
社
例
祭
の
地
方
官
代

祭
を
式
部
寮
は
望
ん
で
お
り
、
当
該
元
始
祭
式
は
教
部
省
に
協
力
す

る
か
た
ち
で
式
部
寮
が
用
意
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
、
こ

の
両
祭
式
を
比
較
す
れ
ば
、
ま
ず
奏
楽
の
有
無
が
目
に
付
く
が
、
こ

れ
は
必
須
の
要
件
で
は
な
い
の
で
、
結
局
、
神
饌
の
臺
数
・
品
目
が

違
う
の
み
で
あ
る
。「
四
時
祭
典
定
則
」
で
は
官
幣
社
例
祭
に
中
央

官
員
が
、「
官
幣
諸
社
官
祭
式
」
で
は
地
方
官
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ
参

向
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
中
央
官
員
で
あ
ろ
う
と
地
方
官
員
で

あ
ろ
う
と
、
官
員
参
向
の
祭
祀
に
つ
い
て
は
参
向
官
の
官
職
の
差
等

が
社
格
に
対
応
し
た
。
い
っ
ぽ
う
で
官
員
不
参
の
神
社
祭
祀
に
お
い
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表
2
　
元
始
祭
式
比
較
（
明
治
五
年
太
政
官
布
告
第
三
百
八
十
五
号
に
よ
る
）

官
幣
国
幣
社
並
府
県
社
元
始
祭
式

郷
村
社
元
始
祭
式

早
旦
神
官
神
殿
ヲ
装
飾
ス

午
前
第
八
時
神
官
ノ
長
〈
府
県
社
ハ
祠
官
下
同
〉
幄
舎
ニ
着
ク

次
神
官
ノ
長
殿
ニ
昇
リ
御
扉
ヲ
開
ク

　
　

此
間
奏
楽
〈
神
官
奏
楽
ヲ
心
得
サ
レ
ハ
略
ス
ル
モ
妨
ゲ
ナ
シ
下
同
〉

次
神
官
ノ
次
官
以
下
〈
府
県
社
ハ
祠
官
モ
関
ル
ヘ
シ
〉
神
饌
ヲ
伝
供
ス

　
　

此
間
奏
楽

次
神
官
ノ
長
祝
詞
ヲ
奏
ス
〈
再
拝
〉

　

�

挂
巻
母
恐
支
某
神
社
乃
大
前
尓
（
中
略
）
御
食
御
酒
鰭
乃
広
物
鰭
乃
狭
物
奥

津
藻
菜
辺
津
藻
菜
甘
菜
辛
菜
尓
至
留
麻
弖
尓
置
足
波
志
弖
奉
留
事
乎
（
後
略
）

次
神
官
ノ
長
玉
串
ヲ
執
テ
拝
礼

次
次
官
〈
府
県
社
ハ
祠
掌
〉
以
下
拝
礼

次
次
官
以
下
神
饌
ヲ
撤
ス

　
　

此
間
奏
楽

次
神
官
ノ
長
御
扉
ヲ
閉
ツ

　
　

此
間
奏
楽

次
各
退
出

　
　
　
　

神
饌
〈
官
幣
国
幣
社
九
臺
府
県
社
八
臺
〉

　

洗
米　

酒
〈
二
瓶
〉　

餅　

海
魚　

川
魚
〈
府
県
社
ハ
之
ヲ
略
ス
〉

　

海
菜　

野
菜　

菓　

塩
水

早
旦
祠
官
神
殿
ヲ
装
飾
ス

午
前
第
八
時
祠
官
〈
村
社
ハ
祠
掌
奉
仕
ス
〉
以
下
幄
舎
ニ
着
ク

次
祠
官
殿
ニ
昇
リ
御
扉
ヲ
開
ク

次
祠
官
神
饌
ヲ
伝
供
ス

次
祠
官
祝
詞
ヲ
奏
ス
〈
再
拝
〉

　

�

挂
巻
母
恐
支
某
神
社
乃
大
前
尓
（
中
略
）
御
食
御
魚
乎
始
弖
種
々
乃
物
乎
備

奉
留
事
乎
（
後
略
）

次
祠
官
玉
串
ヲ
執
テ
拝
礼
〈
再
拝
拍
手
〉

次
祠
掌
拝
礼

次
祠
官
以
下
神
饌
ヲ
撤
ス

次
祠
官
御
扉
ヲ
閉
ツ
畢
テ
下
殿
シ
幄
舎
ニ
復
ス

次
各
退
出

　
　
　
　

神
饌
〈
六
臺
〉

　

洗
米　

酒
〈
二
瓶
〉　

餅
〈
一
重
〉　

海
魚
〈
川
魚
ヲ
用
ル
モ
可
ナ
リ
〉

　

野
菜　

塩
水
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て
も
社
格
に
応
じ
た
祭
式
を
用
意
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
要
求

に
こ
の
元
始
祭
式
は
答
え
て
い
る
。
神
饌
の
臺
数
は
、
官
幣
国
幣
社

が
九
、
府
県
社
が
八
、
郷
村
社
が
六
臺
と
な
っ
て
い
る
。
社
格
に
よ

る
神
饌
臺
数
の
差
別
化
は
、
当
該
布
告
の
前
日
に
執
行
さ
れ
た
新
嘗

祭
班
幣
式
に
て
地
方
官
に
頒
布
さ
れ
た
官
国
幣
社
新
嘗
祭
式
（
後
述

す
る
表
（
に
掲
載
）
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
元
始
祭
式
は
祭
り
の
原

由
を
示
す
と
と
も
に
神
饌
の
差
等
に
よ
り
官
国
幣
社
・
府
県
社
・
郷

村
社
ま
で
も
網
羅
し
て
い
る
こ
と
で
式
部
寮
達
「
神
社
祭
式
」
の
雛

形
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
他
の
祭
祀
に
先
立
ち
整
備
さ
れ
た

元
始
祭
を
『
祭
式
』
①
で
は
祈
年
祭
・
新
嘗
祭
・
例
祭
の
上
位
に
お

き
（
表
1
の
目
次
参
照
）、
神
社
祭
祀
の
中
心
に
据
え
る
方
針
が
み
て

と
れ
る
。
実
は
元
始
祭
は
神
宮
も
注
目
し
て
い
た
。
元
始
祭
の
布
告

に
先
立
ち
神
宮
は
十
一
月
七
日
、
北
小
路
随
光
・
浦
田
長
民
の
大
少

宮
司
よ
り
「
御
一
新
後　

朝
廷
ニ
於
テ
元
始
祭
被
行
候
ニ
付
而
者
、

神
宮
ニ
於
テ
右
御
祭
典
無
之
而
者
御
不
都
合
」
と
考
え
る
か
ら
、
神

宮
に
お
い
て
も
元
始
祭
を
取
り
行
い
た
い
と
教
部
省
に
伺
い
出
た
と

こ
ろ
、
伺
い
の
通
り
と
さ
れ
た（

（（
（

。
こ
こ
に
元
始
祭
は
神
宮
を
は
じ
め

全
国
の
神
社
で
行
う
べ
き
祭
祀
と
な
っ
た
。『
年
中
神
拝
略
記
』
の

元
始
祭
に
は
、

第
一
月
三
日
ハ
元
始
祭
ト
テ　

朝
廷
宮
中
ノ
神
殿
ニ
於
テ　

皇

上
御
身
親
ラ　

天
祖
皇
祖
及
御
代
々
々
ノ
神
霊
ヲ
御
祭
ア
リ
テ

往
古　

天
孫
降
臨
ノ
始
ヨ
リ　

天
日
嗣
高
座
ニ
即
セ
ラ
レ
シ
本

始
ヲ
尊
ビ
祝
ヒ
給
フ
御
儀
ナ
ル
ヲ
以
テ
元
始
祭
ト
ハ
称
ス
ナ
リ

斯
ル
重
大
キ
御
祭
日
ナ
ル
ニ
因
テ
天
下
ニ
普
ク
休
暇
ヲ
賜
ヒ
、

伊
勢　

神
宮
ヲ
始
メ
奉
リ
府
県
ノ
官
社
以
下
郷
村
ノ
産
土
神
社

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ニ
至
ル
迄
夫
々
祭
祀
ヲ
行
ハ
シ
メ
テ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0　

国
家
ノ
大
典
ニ
遵
奉
シ

メ
給
フ
然
レ
ハ
天
下
一
般
ノ
人
民
本
日
ハ
勿
論
家
業
ヲ
休
ミ
各

家
ノ
祖
神
職
神
ヲ
祭
祀
リ
其
家
業
ノ
繁
栄
長
久
ヲ
祈
ル
へ
シ

（
傍
点
筆
者
）

と
解
説
さ
れ
、
ま
さ
に
国
民
教
化
に
と
っ
て
相
応
し
い
祭
祀
と
な
っ

て
い
る（

（（
（

。

　

さ
て
教
書
と
し
て
の
性
格
も
持
ち
合
わ
せ
る
『
神
社
祭
式
』
の
原

型
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
四
冊
の
『
祭
式
』
の
う
ち
、

祭
日
に
旧
暦
を
の
せ
る
『
祭
式
』
②
が
最
も
古
く
作
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。『
祭
式
』
②
に
つ
い
て
星
野
は
「
神
社
本
庁
所
蔵
の
『
祭

式
』
と
同
様
の
内
容
の
も
の
で
、
そ
れ
に
加
筆
、
訂
正
が
加
え
ら
れ

た
も
の
」
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
の
星
野
の
指
摘
の
通
り
、
も
と
は

木
版
で
あ
っ
た
『
祭
式
』
が
都
合
三
度
の
転
写
を
経
て（

（（
（

、
現
在
、
謄

写
版
の
『
祭
式
』
と
し
て
神
社
本
庁
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
誤
字
（
た
と
え
ば
「
卯
ノ
日
二
ツ
ナ
レ
バ
」
が
「
卯
ノ
日
二
ツ
有

レ
バ
」
に
）
脱
字
（
た
と
え
ば
「
聞
食
世
止
」
が
「
聞
食
止
」
に
）
用
字

の
相
違
（
た
と
え
ば
「
掛
巻
母
恐
伎
」
が
「
挂
巻
母
畏
伎
」
に
）
な
ど
あ

る
も
の
の
比
較
的
も
と
の
木
版
の
構
造
を
残
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
い
っ
ぽ
う
『
祭
式
』
②
は
加
筆
、
訂
正
が
加
え
ら
て
い
な
い
部
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分
は
も
と
の
木
版
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
貼
紙
や
附
箋
が
多
く
施
さ

れ
て
い
る
た
め
も
と
の
構
造
を
失
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
『
祭

式
』
②
と
謄
写
版
『
祭
式
』
を
相
互
に
補
い
木
版
『
祭
式
』
を
復
元

す
る
こ
と
が
『
祭
式
』
②
の
成
立
を
探
る
た
め
の
前
提
と
な
る
。
貼

紙
・
附
箋
の
う
ち
貼
紙
は
厄
介
で
内
題
「
祭
式
」
の
下
に
も
施
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
貼
紙
の
下
に
は
、
う
っ
す
ら
と
で
は
あ
る
が
識
語
が

目
視
に
よ
り
確
認
で
き
る
。
識
語
は
「
正
二
位
大
教
正
近
衛
忠
房
従

五
位
大
教
正
千
家
尊
福
謹
撰
」
で
謄
写
版
『
祭
式
』
と
同
様
で
あ
る
。

さ
て
、
す
で
に
阪
本
是
丸
・
高
原
が
指
摘
す
る
よ
う
に
近
衛
・
千
家

の
二
人
が
直
接
に
木
版
『
祭
式
』
を
編
輯
し
た
の
で
は
な
い
と
す
る

と
、
そ
の
時
期
は
限
定
さ
れ
て
こ
よ
う
。
近
衛
と
千
家
は
五
年
四
月

二
十
八
日
、
権
少
教
正
に
、
同
年
六
月
十
三
日
に
大
教
正
に
補
さ
れ

て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
教
部
省
内
に
は
編
輯
課
が
お
か
れ
「
皇
祖
天
神

の
大
道
を
明
に
し
、
皇
統
の
紹
運
神
祇
の
功
徳
、
顕
幽
の
微
旨
、
祭0

祀
の
儀
範

0

0

0

0

、
陵
墓
の
制
度
、
列
聖
の
政
謨
、
経
世
の
要
務
よ
り
、
総

て
天
下
の
風
教
、
人
倫
の
礼
法
に
関
り
、
民
を
化
し
、
俗
を
成
す
、

日
用
の
事
理
に
至
る
ま
で
、
古
を
稽
へ
、
今
に
求
め
て
天
地
の
公
理

のマ
マ

基
き
、
大
道
の
要
を
発
揮
し
天
下
士
民
の
智
識
を
啓
き
、
生
口
化

青
の
神
恩
を
感
載
し
、
天
壌
無
窮
の
至
尊
に
奉
仕
し
て
祭
政
一
致
の

0

0

0

0

0

盛
治
に
帰
向
せ
し
む
る
所
以
の
教
書

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
編
輯
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、

課
内
を
分
つ
て
総
管
（
八
等
一
人
）
草
按
掛
（
九
等
二
人
、
十
等
二
人
、

十
一
等
二
人
、
十
二
等
二
人
、
十
三
等
二
人
）
検
閲
並
典
古
掛
（
九
等
一

人
、
十
第マ
マ
一
人
、
十
一
等
一
人
、
十
二
等
一
人
、
十
三
等
一
人
）
写
手
並

書
籍
掛
（
十
四
等
二
人
、
十
五
等
二
人
）
総
計
二
十
人（
（（
（

」
で
あ
っ
た
が

五
年
七
月
二
十
日
に
考
證
課
に
改
称
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に

わ
ず
か
四
箇
月
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
教
部
省
編
輯
課
に
お
い
て
、

木
版
『
祭
式
』
は
「
祭
祀
の
儀
範
」
に
関
り
「
祭
政
一
致
の
盛
治
に

帰
向
せ
し
む
る
所
以
の
教
書
」
と
し
て
編
輯
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か（

（（
（

。
こ
の
よ
う
に
仮
定
す
る
と
木
版
『
祭
式
』
は
明
治
五
年
六
月

か
ら
七
月
に
か
け
て
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

つ
ぎ
に
木
版
『
祭
式
』
か
ら
『
祭
式
』
②
の
変
更
内
容
に
つ
き
新

嘗
祭
式
に
注
目
し
て
具
体
的
な
差
違
を
本
節
と
次
節
に
ま
た
が
り
縷

縷
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。
こ
こ
で
は
『
祭
式
』
②
の
作
成
に
前
後
し

て
執
行
さ
れ
た
明
治
四
年
の
大
嘗
会
奉
幣
式
、
翌
五
年
の
官
国
幣
社

新
嘗
祭
式
、
そ
し
て
明
治
八
年
の
式
部
寮
達
「
神
社
祭
式
」
も
合
わ

せ
て
比
較
検
討
す
る
（
表
（
参
照
）。
表
（
に
お
い
て
、
本
節
で
は
原

由
に
つ
い
て
注
目
す
る
。
木
版
『
祭
式
』
は
旧
暦
に
よ
る
中
ノ
卯
日

と
祭
日
を
載
せ
る
だ
け
で
『
祭
式
』
②
も
変
更
は
な
く
、
元
始
祭
式

の
原
由
と
比
較
す
る
と
極
め
て
物
足
り
な
い
。
そ
も
そ
も
、
明
治
元

年
十
一
月
の
『
新
嘗
布
告
書
』
で
は
、

来
ル
十
八
日
新
嘗
祭
ニ
相
当
リ
御
祭
ハ
於
二
京
師
一
被
レ
為
レ
行

候
得
共　

主
上
御
遥
拝
被
レ
為
レ
在
候
右
御
祭
之
儀
ハ
先　

皇

国
之
稲
穀
ハ　

天
照
大
神
顕
見
蒼
生
之
食
而
可
レ
活
モ
ノ
ナ
リ

ト　

詔
命
ア
ラ
セ
ラ
レ
於
二
天
上
狭
田
長
田
一
ニ
令
レ
殖
給
ヒ
シ
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稲
ヲ　

皇
孫
降
臨
之
時
下
給
へ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
其　

神
恩
ヲ
忘

給
ハ
ス
且
旱
淋
ノ
憂
無
レ
之
様
ニ
ト　

神
武
天
皇
以
来
世
々
之

　

天
皇
十
一
月
中
ノ
卯
日
当
年
之
新
穀
ヲ　

天
神
地
祇
ニ
供
セ

ラ
ル
ヽ
重
祀
ニ
テ
三
千
ネ
ン
ニ
近
ク
被
レ
為
レ
行
来
ル

と
、
新
嘗
祭
は
三
千
年
近
く
続
く
重
祀
で
あ
る
と
高
ら
か
に
宣
言
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
四
年
十
一
月
の
「
大
嘗
会
告
諭
」
で
は
冒

頭
に
御
一
代
一
度
の
大
嘗
祭
と
年
毎
の
新
嘗
祭
の
起
源
が
、
左
の
如

く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

大
嘗
会
ノ
儀
ハ
、　

天
孫
瓊
々
杵
尊
降
臨
ノ
時
、　

天
祖
天
照
大

御
神
詔
シ
テ
豊
葦
原
瑞
穂
国
ハ
吾
御
子
ノ
所
知
国
ト
封
シ
玉
ヒ

乃
斎
庭
ノ
穂
ヲ
授
ケ
玉
ヒ
シ
ヨ
リ
、　

天
祖
日
向
高
千
穂
宮
二

天
降
マ
シ
マ
シ
始
テ
其
稲
種
ヲ
植
テ
新
穀
ヲ
間
食
ス
是
大
嘗
新

嘗
ノ
起
原
也

右
告
諭
の
よ
う
に
神
道
古
典
に
基
き
祭
り
の
起
源
を
説
く
こ
と
は

『
五
儀
略
式
』『
年
中
神
拝
略
記
』
な
ど
の
私
祭
の
教
書
に
は
当
た
り

前
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
官
祭
の
教
書
た
る
『
神
社
祭
式
』
の
制
定
過

程
に
お
い
て
祭
祀
の
原
由
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
高
木
真
蔭
の
著
わ
し
た
新
嘗
祭
啓
蒙
書
「
新
嘗
祭

略
解
」
の
出
版
を
め
ぐ
る
教
部
省
と
式
部
寮
の
姿
勢
が
参
考
に
な
る
。

引
用
が
長
く
な
る
が
、
以
下
に
両
省
の
や
り
と
り（

（（
（

を
紹
介
す
る
。

　

明
治
五
年
十
一
月
八
日
、
岐
阜
県
よ
り
文
部
・
教
部
両
省
に
新
嘗

祭
啓
蒙
書
の
出
版
許
可
が
願
い
出
さ
れ
る
。

当
県
管
下
厚
見
郡
岐
阜
鎮
座
伊
奈
波
社
〈
県
社
伺
中
〉
祠
官
ニ

撰
挙
イ
タ
シ
置
候
高
木
真
蔭
儀
今
般
別
紙
新
嘗
祭
略
解
撰
著
遍

管
内
人
民
ヘ
為
相
心
得
度
段
申
出
及
点
撿
候
処
允
当
之
辨
解
ニ

付
承
届
度
ト
存
候
間
宜
御
諒
評
被
下
度
右
者
指
越
候
儀
ニ
者
候

0

0

0

0

0

0

0

0

0

得
共
当
春
已
ニ
祈
年
祭
被
為
行
候
上
者
必
定
新
嘗
祭
被
為
行
候

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

儀
ト
存
候
ニ
付

0

0

0

0

0

0

前
以
相
伺
置
申
候
尤
頒
布
之
義
者
追
而
新
嘗
会

御
発
令
後
順
序
不
相
失
様
取
斗
可
申
候
間
宜
御
許
容
有
之
度
御

許
可
之
上
者
以
活
字
版
摺
立
管
内
限
頒
布
イ
タ
シ
度
ト
存
候
間

早
々
御
指
揮
被
下
度
此
段
相
伺
候
也

　
　

明
治
五
壬
申
年
十
一
月
八
日　
　

岐
阜
県
参
事
小
崎
利
準

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岐
阜
県
令
長
谷
部
恕
連

　
　

文
部
省

　
　

教
部
省
御
中

右
は
、
今
春
の
祈
年
祭
同
様
に
新
嘗
祭
も
ま
た
行
な
わ
れ
る
で
あ
ろ

う
か
ら
伊
奈
波
社
祠
官
・
高
木
真
蔭
が
著
わ
し
た
啓
蒙
書
を
岐
阜
県

下
に
お
い
て
出
版
し
た
い
と
の
県
令
・
参
事
連
名
に
よ
る
願
い
出
で

あ
っ
た
。
次
に
「
新
嘗
祭
略
解
」
と
名
付
け
ら
れ
た
啓
蒙
書
を
次
に

示
す
。当

月
二
十
二
日
〈
下
卯
日
也
神
祇
令
ニ
謂
有
三
卯
者
以
中
卯
日

為
祭
日
不
更
下
卯
也
〉
ハ
新
嘗
祭
ナ
リ
〈
天
皇
御
一
代
ニ
一
度

行
ハ
セ
ラ
ル
ヽ
ヲ
大
嘗
祭
ト
云
ヒ
毎
年
行
ハ
セ
ラ
ル
ヽ
ヲ
新
嘗

祭
ト
云
嘗
ト
ハ
俗
ニ
饗
応
ト
云
フ
コ
ト
ニ
テ
神
祇
ニ
モ
天
皇
ニ
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表
3
　
新
嘗
祭
式
の
比
較

四
年
大
嘗
会
奉
幣
式

木
版
『
祭
式
』

『
祭
式
』
②

五
年
官
国
幣
社
新
嘗
祭
式

式
部
寮
達
「
神
社
祭
式
」

原
由

※
大
嘗
会
告
諭
参
照

◯
新
嘗
祭
式

十
一
月
中
ノ
卯
ノ
日
ヲ
以
テ

祭
日
ト
ス
〈
翌
辰
日
暁
ニ
至

ル
〉
但
シ
卯
ノ
日
二
ツ
ナ
レ

バ
下
ノ
卯
ノ
日
ヲ
用

同
上

官
国
幣
社
／
新
嘗
祭
式

十
一
月
中
ノ
卯
ノ
日
〈
但
シ

卯
ノ
日
二
ツ
ナ
レ
バ
下
ノ
卯

ノ
日
ヲ
用
フ
〉
朝
廷
ニ
於
テ

祭
祀
ノ
当
日
地
方
官
ヲ
召
テ

官
幣
社
国
幣
社
ノ
幣
物
ヲ
頒

チ
各
地
方
ニ
テ
日
ヲ
選
ヒ
祭

祀
ス
ヘ
キ
旨
ヲ
命
ス

官�

国
幣
社
新
嘗
祭
〈
十
一
月

廿
三
日
〉

本�

月
十
日
太
政
官
庁
ニ
於
テ

幣
帛
ヲ
班
ツ

斎
戒

幣
物

点
撿

府
県
長
官
以
下
祭
ニ
関
ル
官

員
及
宮
司
以
下
神
官
共
ニ
前

日
ヨ
リ
斎
戒
ス
／
前
日
長
官

正
庁
ニ
臨
ミ
幣
物
ヲ
点
撿
シ

属
ニ
附
ス

同
上

地
方
ノ
長
官
以
下
祭
ニ
関
ル

官
員
及
神
官
ノ
長
官
以
下
共

ニ
前
日
ヨ
リ
斎
戒
シ
地
方
ノ

長
官
正
庁
ニ
臨
ミ
幣
物
ヲ
点

撿
シ
属
ニ
附
ス

鋪
設

◯
官
幣
国
幣
社
奉
幣
次
第
早

旦
神
殿
装
飾
ヲ
奉
仕
ス

◯
当
日
次
第

夕
第
四
字
神
官
神
殿
ヲ
装
飾

シ
鋪
設
ヲ
具
ス

同
上

当
日
早
旦
神
官
神
殿
ヲ
装
飾

シ
鋪
設
ヲ
具
ス

式
次
第
第�

八
字
地
方
官
等
坐
ニ
着
ク

先
開
扉
〈
宮
司
奉
仕
之
〉

　

�

奏
楽
〈
神
楽
歌
或
ハ
社
頭

相
伝
ノ
楽
等
適
宜
〉

次�

神
饌
ヲ
供
ス
〈
宮
司
以
下

神
官
奉
仕
之
〉

　

奏
楽
〈
同
上
〉

次
神
官
列
座
再
拝
拍
手

次�

御
幣
物
ヲ
捧
グ
〈
知
事
或

ハ
大
少
参
事
役
之
再
拝
拍

手
〉

次�

祝
詞
〈
知
事
或
ハ
大
少
参

第
六
字
宮
司
以
下
神
官
幄
舎

ニ
着
ク

　

以
下
次
第
総
テ
祈
年
祭
ノ

条
下
ノ
如
シ

　
　

宮
司
祝
詞
（
省
略
）

　
　

長
官
祝
詞
（
省
略
）

同
上

朝
第
八
字
神
官
ノ
長
官
以
下

幄
舎
ニ
着
ク

次
地
方
ノ
長
官
以
下
官
員

　

�

幄
舎
ニ
着
ク
〈
手
水
ノ
儀

ア
リ
〉

次�

属
幣
櫃
ヲ
門
内
ニ
入
レ
砌

下
ニ
置
ク

次�

神
官
ノ
長
官
殿
ニ
昇
リ
御

扉
ヲ
開
ク

　
�

此
間
奏
楽
〈
社
頭
ニ
ヨ
リ

神
官
奏
楽
ヲ
心
得
サ
ル
ト

キ
ハ
之
ヲ
略
ス
ル
モ
妨
ゲ

其
式
総
テ
祈
年
祭
ニ
同
シ

　

祝
詞
（
省
略
）
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事
奏
之
再
拝
拍
手
〉

次
知
事
以
下
地
方
官
拝
礼

　
〈�

奏
任
以
上
玉
串
ヲ
捧
グ
〉

次
宮
司
以
下
拝
礼

次
御
幣
物
及
神
饌
ヲ
撤
ス

　
〈�
御
幣
物
ハ
後
神
庫
ニ
納

ム
〉

　

奏
楽
〈
同
上
〉

次
閉
扉
〈
宮
司
奉
仕
之
〉

　

奏
楽
〈
同
上
〉

次
各
退
出

祝
詞
（
祝
詞
案
に
別
掲
）

�　

ナ
シ
下
同
ジ
〉

次�

神
官
ノ
次
官
以
下
神
饌
ヲ

伝
供
ス

　

此
間
奏
楽

次�

属
幣
物
ヲ
辛
櫃
ヨ
リ
出
シ

殿
ニ
昇
リ
仮
ニ
案
上
ニ
置

ク
〈
案
ハ
豫
メ
便
宜
ノ
所

ニ
設
ク
ヘ
シ
〉

次�

神
官
ノ
長
官
幣
物
ヲ
神
前

ノ
案
上
ニ
奉
ル
〈
再
拝
拍

手
〉

次�

同
官
祝
詞
ヲ
奏
ス
〈
再

拝
〉（
祝
詞
は
省
略
）

次�

地
方
ノ
長
官
玉
串
ヲ
執
テ

拝
礼
〈
再
拝
拍
手
〉

　

�

訖
テ
下
殿
シ
幄
舎
ニ
復
ス

〈
玉
串
ハ
府
県
掌
執
テ
昇

殿
シ
傍
ニ
就
テ
渡
之
〉

次
地
方
官
員
拝
礼

次�

神
官
ノ
長
官
玉
串
ヲ
執
テ

拝
礼
〈
再
拝
拍
手
訖
テ
下

殿
セ
ス
本
坐
ニ
復
ス
◯
玉

串
ハ
主
典
執
テ
昇
殿
シ
傍

ニ
就
テ
渡
之
〉

次�

同
次
官
以
下
幣
物
及
神
饌

ヲ
撤
ス

　

此
間
奏
楽

次�

神
官
ノ
長
官
御
扉
ヲ
閉
ツ

訖
テ
下
殿
シ
幄
舎
ニ
復
ス

　

此
間
奏
楽

次�

地
方
ノ
長
官
以
下
神
官
退

出
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幣
物

神
饌

官
幣
大
社

松
尾
神
社
以
下
廿
五
社

　
�

五
色
帛
各
一
丈
・
布
一

端
・
絹
三
屯
以
上
三
種
祭

奠
料
金
二
千
匹

官
幣
中
社
六
社

　

�

五
色
帛
各
一
匹
・
布
一

端
・
絹
二
屯
以
上
三
種
祭

奠
料
金
千
匹

国
幣
中
社
四
十
五
社

　

同
上

国
幣
小
社
十
七
社

　

�

五
色
帛
各
五
尺
・
布
一
端

以
上
二
種

祭
奠
料
金
五
百
匹

◯
神
饌
十
臺

米
御
飯
〈
常
ノ
糄
飯
也
〉

粟
御
飯
〈
同
上
〉

白
酒
〈
醴
酒
也
二
甕
〉

黒�

酒
〈
清
酒
ニ
ク
サ
ギ
ノ
黒

焼
ノ
粉
ヲ
交
ヘ
タ
ル
ヲ
云

或
ハ
黒
胡
麻
ノ
粉
ニ
代
ル

モ
可
也
二
甕
〉

◯
幣
物
三
種
〈
官
幣
社
国
幣

社
ト
モ
地
方
ニ
於
テ
具
備

ス
〉

五
色
絹
各
一
丈
尺
〈
官
幣
国

幣
ト
モ
中
小
社
ニ
ハ
各
五

尺
〉

木
綿
二
斤

麻
二
斤
〈
官
幣
国
幣
ト
モ
小

社
ニ
ハ
除
之
〉

◯
神
饌
十
二
臺
〈
中
社
十
一

臺
小
社
十
臺
〉

米
御
飯
〈
常
ノ
糄
飯
也
〉

粟
御
飯
〈
同
上
〉

白
酒
〈
醴
酒
也
二
甕
〉

黒�

酒
〈
清
酒
ニ
ク
サ
ギ
ノ
黒

焼
ノ
粉
ヲ
交
ヘ
タ
ル
ヲ
云

或
ハ
黒
胡
麻
ノ
粉
ニ
代
ル

モ
可
也
二
甕
〉

海
魚

◯
神
饌
〈
大
社
十
一
臺
◯
中

社
十
臺
◯
小
社
九
臺
〉

和�

稲
〈
精
米
ノ
洗
米
ヲ
云
又

飯
ニ
炊
キ
タ
ル
ヲ
モ
用

ユ
〉

荒�

稲
〈
稲
穂
ヲ
採
リ
束
ネ
タ

ル
ヲ
云
又
籾
米
略
ニ
ハ
黒

米
ヲ
モ
用
ユ
〉

神�

酒
〈
二
瓶
◯
清
酒
或
ハ
醴

酒
ナ
リ
〉

海�
魚
〈
鰭
広
物
ニ
ア
タ
ル
大

魚
ヲ
云
〉

　

神
饌
〈
大
社
十
一
臺
◯
中

社
十
臺
◯
小
社
九
臺
〉

和
稲

荒
稲

洒
〈
二
瓶
〉

餅海
魚
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鳥�

〈
雁
鴨
ノ
類
有
ル
ニ
任
ス

ヘ
シ
〉

菓�

〈
柿
栗
柚
ノ
類
有
ル
ニ
任

ス
ヘ
シ
〉

甘
菜
辛
菜

奥
津
藻
葉
辺
津
藻
葉

◯
幣
物
三
種

五�

色
絹
各
一
丈
尺
〈
官
幣
国

幣
ト
モ
中
小
社
ニ
ハ
各
五

尺
〉

木
綿
二
両

麻�

二
両
〈
官
幣
国
幣
ト
モ
小

社
ニ
ハ
除
之
〉

川
魚

鳥
〈
中
小
社
ニ
ハ
除
之
〉

菓
〈
小
社
ニ
ハ
除
之
〉

海
菜

野
菜

塩水

川�

魚
〈
鰭
狭
物
ニ
ア
タ
ル
小

魚
ヲ
云
貝
類
ニ
代
ル
モ
可

也
〉

鳥�

〈
◯
中
小
社
ニ
ハ
除
之
〉

海�

菜
〈
昆
布
荒
布
ハ
奥
津
藻

菜
和
布
海
松
ハ
辺
津
藻
菜

ナ
リ
〉

野�

菜
〈
蕪
大
根
牛
房
人
参
筍

等
ハ
甘
菜
山
葵
生
姜
芥
子

等
ハ
辛
菜
也
〉

菓
〈
◯
小
社
ニ
ハ
除
之
〉

塩水

川
魚

鳥�

〈
◯
中
小
社
ニ
ハ
除
レ
之
〉

海
菜
〈
二
品
〉

野
菜
〈
同
上
〉

　
〈�

◯
小
社
ニ
ハ
海
菜
野
菜

一
品
宛
一
臺
ト
ス
〉

菓塩
水

　

幣
物

右
幣
物
ノ
外
各
地
ノ
所
産
或

ハ
外
邦
ノ
物
品
ヲ
副
テ
奉
ル

モ
妨
ゲ
ナ
シ

翌
暁

次
第

◯
翌
暁
次
第
／
暁
第
二
字
神

官
地
方
官
着
舎
以
下
凡
テ
夕

次
第
ニ
同
ジ

　

�

◯
神
饌
十
臺
〈
夕
神
饌
ニ

同
ジ
〉

　

�

但
シ
祝
詞
奉
幣
ノ
儀
無
シ

◯
翌
暁
次
第
／
暁
第
二
字
神

官
地
方
官
着
舎
以
下
凡
テ
夕

次
第
ニ
同
ジ

　

�

◯
神
饌
十
二
臺
〈
中
社
十

一
臺
小
社
十
臺
夕
神
饌
ニ

同
ジ
〉

　

�

但
シ
祝
詞
奉
幣
ノ
儀
無
シ

備
考

◯
十
一
月
十
七
日
の
大
嘗
会

◯
版
本
に
は
「
官
幣
国
幣
社
◯
「
幣
物
」
と
は
金
幣
の
こ
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奉
幣
式
は
祭
式
書
と
し
て
は

ま
と
ま
っ
て
お
ら
ず
「
奉
幣

社
頭
之
儀
」
と
「
祝
詞
案
」

に
分
か
れ
る
。

◯
賀
茂
両
社
・
男
山
・
氷
川

の
四
社
は
班
幣
使
が
参
向
す

る
た
め
別
次
第
と
な
っ
て
い

る
。

新
嘗
祭
式
」
と
あ
る
。

◯
幣
物
の
記
述
は
な
い
が
官

幣
大
社
に
は
幣
帛
料
七
円
五

十
銭
・
神
饌
料
五
円
、官
幣
国

幣
の
中
社
に
は
幣
帛
料
五
円

五
十
銭
・
神
饌
料
二
円
五
十

銭
、
同
小
社
に
は
幣
帛
料
四

円
七
十
五
銭
・
神
饌
料
一
円

二
十
五
銭
、
と
社
格
に
応
じ

た
金
幣
が
頒
た
れ
て
い
る
。

と
。

モ
臣
民
ノ
上
ニ
モ
云
フ
コ
ト
ナ
リ
〉
抑
新
嘗
祭
ト
ハ
天
皇
新
穀

ヲ
神
祇
ニ
嘗
タ
マ
フ
御
祭
ニ
シ
テ
二
月
祈
年
祭
ニ
当
年
ノ
豊
熟

ヲ
祈
ラ
シ
ナ
マ
ヒ
シ
御
禮
ニ
万
民
ノ
奉
リ
シ
今
年
租
ノ
初
穂
ヲ

第
一
ト
神
祇
ニ
捧
ゲ
タ
マ
フ
御
儀
ナ
リ
再
説
ハ
食
物
ハ
万
民
ノ

命
ニ
テ
天
孫
降
臨
之
時
天
照
大
御
神
ノ
以
二
吾
高
天
原
所
御
斎

庭
之
穂
一
亦
当
二
御
於
吾
児
一
ト
詔
ナ
マ
ヒ
シ
ハ
五
穀
ヲ
天
孫
ニ

マ
カ
ス
ル
カ
ラ
コ
レ
ヲ
以
テ
蒼
生
ヲ
養
ヘ
ト
命
セ
タ
マ
ヒ
シ
御

事
ニ
テ
歴
朝
ノ
聖
主
殊
ニ
是
ヲ
重
ゼ
ラ
レ
春
ハ
万
民
ノ
為
ニ
新

穀
豊
饒
ヲ
祈
リ
タ
マ
ヒ
秋
冬
ハ
万
民
ノ
為
ニ
神
祇
ニ
報
祭
シ
報

本
反
始
ノ
誠
ヲ
示
サ
セ
タ
マ
ヒ
次
ニ
主
上
モ
聞
召
臣
民
ト
応
分

ニ
祝
テ
嘗
ル
事
田
舎
ナ
ド
ニ
刈
収
ト
テ
祝
フ
ガ
如
ク
神
代
モ
今

モ
同
ジ
ケ
レ
ハ
下
万
民
一
心
ニ
日
三
度
ノ
食
ハ
即
天
照
大
御
神

ノ
御
賜
物
ゾ
ト
重
大
ニ
オ
モ
ヒ
更
ニ
敬
神
ノ
意
ヲ
厚
ク
心
得
今

日
ハ
殊
更
神
社
ニ
詣
デ
又
親
戚
朋
友
会
集
テ
新
穀
ヲ
嘗
倶
々
神

祇
ノ
御
恩
ヲ
謝
シ
奉
ル
ヘ
キ
也

　
　

明
治
五
年
歳
次
壬
申
冬
十
一
月　

高
木
真
蔭
謹
撰

本
件
に
つ
き
同
月
十
七
日
、
文
部
・
教
部
両
省
は
式
部
寮
に
打
合
せ

を
す
る
。

岐
阜
県
管
下
高
木
真
蔭
ヨ
リ
新
嘗
祭
略
解
活
字
摺
立
之
義
伺
出

候
ニ
付
差
許
可
申
存
候
御
寮
ニ
於
テ
差
支
有
之
間
敷
候
哉
則
稿

本
相
添
為
念
一
応
及
御
打
合
候
間
早
々
御
回
答
有
之
度
候
也

　
　

壬
申
十
七
日　
　
　
　

教
部
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
部
省

　
　
　
　
　

式
部
寮
御
中

　
　

追
テ
稿
本
ハ
御
披
閲
之
上
御
返
却
有
之
度
候
也

両
省
は
当
該
書
の
出
版
を
「
差
許
」
つ
も
り
だ
が
「
為
念
一
応
」
式

部
寮
に
打
診
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
式
部
寮
は
次

の
よ
う
に
回
答
す
る
。
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候
此
段
再
及
御
打
合
候
也

　
　

壬
申
十
一
月
廿
日　
　

教
部
省

　
　
　
　
　
　
　

式
部
寮
御
中

　
　

追
而
別
紙
ハ
御
返
却
有
之
度
候
也　
　
　
　
（
傍
点
筆
者
）

　

教
部
省
は
、
両
者
に
は
粗
密
の
差
こ
そ
あ
れ
「
御
趣
意
齟
齬
之
廉

ハ
聊
相
見
ヘ
」
な
い
と
式
部
寮
に
申
し
入
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
式
部

寮
は
同
月
二
十
日
に
「
新
嘗
祭
略
解
活
字
摺
立
之
儀
ニ
付
別
紙
之
通

教
部
省
ヨ
リ
打
合
来
候
右
ハ
先
年
来
屡
御
告
諭
モ
被
為
在
候
ヘ
共
高

木
真
蔭
願
之
通
大
許
容
可
相
成
哉
此
段
相
伺
候
也
」
と
正
院
に
上
申

し
、
同
月
二
十
六
日
「
伺
之
通
」
と
裁
可
さ
れ
た
。

　

新
嘗
祭
は
宮
中
に
お
け
る
最
も
重
要
な
祭
祀
で
あ
り
国
民
教
化
の

ま
た
と
な
い
機
会
の
は
ず
で
あ
る
。
県
社
列
格
申
請
中
の
伊
奈
波
神

社
の
祠
官
に
推
挙
さ
れ
た
高
木
真
蔭
は
、
官
国
幣
社
に
お
け
る
新
嘗

祭
執
行
を
見
越
し
て
「
新
嘗
祭
略
解
」
を
著
わ
し
た
。
五
年
八
月
に

は
す
べ
て
の
神
官
が
教
導
職
に
補
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
高
木
も
国

民
教
化
の
先
頭
に
立
つ
教
導
職
の
自
覚
を
も
っ
て
か
か
る
啓
蒙
書
を

作
成
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
政
府
は
、
明
治
元
年
に
は
「
新

嘗
布
告
書
」
を
配
布
し
、
四
年
に
は
大
嘗
会
告
諭
を
も
っ
て
、
大
大

的
な
啓
蒙
活
動
を
行
な
っ
た
が
、
五
年
に
な
っ
て
こ
れ
と
い
っ
た
動

き
は
な
い
。
藤
田
大
誠
の
研
究
に
よ
れ
ば
教
部
省
内
で
編
輯
課
が
考

證
課
と
改
称
さ
れ
た
こ
ろ
、
教
部
省
が
教
書
を
自
ら
編
纂
す
る
こ
と

は
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う（

（（
（

。
国
民
教
化
の
主
体
は
教
導
職
に
す
で

岐
阜
県
管
下
高
木
真
蔭
ヨ
リ
新
嘗
祭
略
解
活
字
摺
立
之
義
ニ
付

御
打
合
之
趣
致
承
知
候
右
ハ
昨
辛
未
年
大
嘗
祭
之
節
御
一
代
一

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

度
大
嘗
祭
其
後
年
々
新
嘗
祭
御
執
行
云
云
之
義
普
ク
御
布
令
ニ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

モ
相
成
義
ニ
付
別
段
御
差
許
無
之
候
テ
可
然
存
候

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

乍
併
是
非
御

許
容
相
成
儀
ニ
候
得
ハ
昨
年
御
布
令
之
分
ト
篤
ト
御
照
準
有
之

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

聊
齟
齬
不
到
様
御
取
斗
有
之
度

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

此
段
及
御
答
候
也

　
　

壬
申
十
一
月
十
七
日　
　

式
部
寮

　
　
　
　
　
　
　

教
部
省

　
　
　
　
　
　
　

文
部
省
御
中　
　
　
　
　
　
　
（
傍
点
筆
者
）

右
に
よ
れ
ば
式
部
寮
は
昨
年
の
「
大
嘗
会
告
諭
」
に
お
い
て
毎
年
の

新
嘗
祭
執
行
の
意
義
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
「
別
段
御
差
許
無
之
」

て
も
構
わ
な
い
、
と
し
な
が
ら
是
非
と
も
と
あ
ら
ば
昨
年
の
告
諭
と

「
聊
齟
齬
不
到
様
」
取
り
扱
う
よ
う
に
両
省
に
回
答
し
た
。
こ
れ
に

対
し
教
部
省
は
告
諭
と
略
解
の
内
容
を
比
較
検
討
し
、
次
の
如
く
式

部
寮
に
申
し
入
れ
た
。

新
嘗
祭
略
解
活
字
摺
立
願
之
儀
ニ
付
大
御
回
答
之
趣
致
承
知
候

右
者
先
年
大
嘗
祭
之
節
御
布
令
モ
有
之
候
得
共
此
書
ハ
更
ニ
其

趣
ヲ
宣
衍
致
童
蒙
ニ
モ
解
シ
易
ク
記
候
義
付
僻
遠
之
民
ニ
朝
廷

之
古
義
ヲ
令
知
候
一
端
共
相
成
可
申
且
昨
辛
未
年
御
布
令
ハ
大

嘗
祭
ニ
付
新
嘗
祭
ノ
御
趣
意
ヲ
併
セ
テ
御
布
令
相
成
候
義
ニ
而

別
紙
略
解
ハ
新
嘗
祭
而
已
記
候
義
ニ
付
粗
密
之
同
異
者
有
之
候

0

0

0

0

0

0

0

0

0

得
共
御
趣
意
齟
齬
之
廉
ハ
聊
相
見
ヘ
不
申
候

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

間
差
許
可
申
ト
存
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に
移
っ
て
い
た
の
で
教
部
省
は
高
木
真
蔭
の
啓
蒙
書
を
大
い
に
歓
迎

し
た
。
対
照
的
に
式
部
寮
は
こ
の
一
県
下
限
定
の
啓
蒙
書
に
対
し
て
、

神
道
古
典
に
基
く
言
説
で
あ
る
と
し
て
も
、
大
嘗
会
告
諭
と
聊
か
の

齟
齬
も
な
い
よ
う
に
と
、
極
め
て
慎
重
な
姿
勢
を
み
せ
て
い
る
。
こ

れ
は
祭
教
分
離
の
原
則
の
も
と
、
式
部
寮
と
し
て
は
論
争
の
火
種
と

な
る
教
義
に
は
極
力
関
与
し
な
い
方
針
を
貫
い
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
式
部
寮
が
全
国
に
布
達
す
る
法
令
と
し
て
目
指
し

て
い
た
式
部
寮
達
「
神
社
祭
式
」
に
教
義
が
入
り
込
む
餘
地
は
ま
っ

た
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
『
神
社
祭
式
』
が
啓
蒙
書
で
あ
る

こ
と
に
は
間
違
い
な
い
。『
神
社
祭
式
』
で
は
そ
れ
に
掲
げ
ら
れ
る

神
社
祭
祀
の
、
惟
一
の
根
拠
が
宮
中
祭
祀
（
あ
る
い
は
太
政
官
に
お
け

る
班
幣
）
に
あ
る
と
教
え
0

0

て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
表
（
参
照
）。

三
　
神
饌
に
よ
る
神
社
の
序
列
化

　

前
節
に
お
い
て
木
版
『
祭
式
』
は
「
正
二
位
大
教
正
近
衛
忠
房
従

五
位
大
教
正
千
家
尊
福
謹
撰
」
に
よ
る
教
書
と
し
て
作
成
さ
れ
た
可

能
性
を
示
し
た
。
そ
し
て
表
（
に
み
る
が
ご
と
く
『
祭
式
』
②
を
作

成
す
る
に
あ
た
り
原
由
の
部
分
に
は
変
更
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な

が
ら
『
祭
式
』
②
の
扉
に
掲
げ
る
内
題
に
は
「
祭
式
〈
幣
物
神
饌
〉

改
之
方
」
と
書
写
さ
れ
る
よ
う
に
木
版
『
祭
式
』
に
対
し
て
幣
物
と

神
饌
の
内
容
を
中
心
に
変
更
し
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
さ
て
神

饌
は
一
社
で
用
意
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
幣
物
は
崇
敬
の
證
と
し

て
神
社
に
奉
納
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
明
治
国
家
に
と
っ

て
も
奉
幣
・
班
幣
・
は
宮
中
と
有
力
神
社
を
結
ぶ
重
要
な
行
事
で

あ
っ
た
。
明
治
大
嘗
会
に
お
い
て
も
官
国
幣
社
へ
の
班
幣
は
次
の
よ

う
に
大
大
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。

大
嘗
会
に
つ
き
神
宮
由
奉
幣
使
発
遣
並
び
に
神
宮
以
下
諸
杜
班

幣
の
儀
を
行
ふ
、
是
れ
よ
り
先
、
大
嘗
会
奉
幣
の
諸
社
を
選
び

て
、
神
宮
・
同
別
宮
・
皇
霊
・
神
祇
省
神
殿
・
官
幣
大
社
二
十

九
杜
・
官
幣
中
社
六
祀
・
国
幣
中
社
四
十
五
社
・
国
幣
小
社
十

七
社
と
定
め
、
是
の
日
、
午
前
九
時
其
の
幣
帛
を
神
祇
省
神
殿

前
庭
の
幣
殿
に
具
備
す
、
神
祇
省
・
式
部
寮
の
諸
官
並
び
に
神

宮
由
奉
幣
使
・
同
班
幣
使
正
二
位
三
條
西
季
知
、
官
幣
大
社
賀

茂
別
雷
神
社
・
同
賀
茂
御
租
神
社
・
同
男
山
八
幡
宮
班
幣
使
神

祇
少
丞
澤
簡
徳
等
の
著
座
す
る
や
、
先
づ
神
宮
幣
帛
発
遣
の
儀

あ
り
、
次
に
賀
茂
両
社
・
男
山
八
幡
宮
幣
帛
発
遣
の
儀
あ
り
て
、

各
使
進
発
す
、
次
に
官
幣
・
国
幣
九
十
四
社
班
幣
の
儀
あ
り
、

各
地
方
官
拝
受
し
て
退
く
、
而
し
て
二
十
七
日
、
神
宮
由
奉
幣

の
儀
あ
り
、
季
知
、
皇
太
神
宮
並
び
に
豊
受
大
神
宮
に
参
向
し

て
幣
帛
を
奉
り
、
是
の
歳
十
一
月
中
卯
日
を
以
て
大
嘗
祭
を
行

ひ
た
ま
ふ
旨
を
奉
告
す
、
翌
二
十
八
日
、
季
知
、
班
幣
使
と
し

て
再
び
両
神
宮
に
参
向
し
、
幣
帛
を
奉
り
、
宣
命
を
奏
す
、
尋

い
で
十
一
月
二
日
、
皇
霊
・
神
祇
省
神
殿
に
各
〻
幣
帛
を
奉
る
、

又
同
三
日
、
賀
茂
両
社
に
、
四
日
、
男
山
八
幡
宮
に
奉
幣
あ
り
、
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九
十
四
社
の
官
国
幣
社
に
在
り
て
は
幣
帛
の
到
れ
る
日
、
地
方

官
神
社
に
参
向
し
、
班
幣
使
に
代
り
て
之
れ
を
供
す
、
但
し
官

幣
大
社
氷
川
神
社
に
は
、
十
一
月
三
日
特
に
神
祇
少
丞
戸
田
忠

至
を
班
幣
候
と
し
て
参
向
せ
し
め
、
幣
帛
を
供
せ
し
め
ら
る（

（（
（

右
『
明
治
天
皇
紀
』
に
よ
れ
ば
、
社
格
に
従
い
全
国
に
幣
帛
が
班
た

れ
た
後
、
各
地
で
奉
告
祭
が
順
次
、
執
行
さ
れ
る
様
子
が
わ
か
る
。

地
方
官
の
斎
戒
お
よ
び
幣
物
点
撿
の
次
第
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、

「
奉
幣
社
頭
之
儀（

（（
（

」
に
よ
れ
ば
大
嘗
祭
当
日
の
奉
幣
式
は
午
前
八
時

に
始
り
、
宮
司
が
開
扉
の
後
、
地
方
官
に
よ
る
奉
幣
・
祝
詞
が
確
認

で
き
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
幣
物
は
こ
の
祭
り
の
中
心
で
、
社
格
に

よ
り
差
等
が
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
神
饌
は
神
前
に
供
さ
れ
る
も
の
の
、

特
に
品
目
・
数
量
に
指
定
は
な
い
。

　

次
に
『
祭
式
』
に
目
を
転
じ
る
と
、
木
版
『
祭
式
』
と
『
祭
式
』

②
の
新
嘗
祭
式
は
と
も
に
、
宮
中
の
新
嘗
祭
に
な
ら
い
夕
神
饌
と
暁

神
饌
を
中
心
と
し
た
、
い
わ
ゆ
る
御
饌
祭
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
二

度
の
神
饌
に
つ
い
て
は
明
治
六
年
十
月
に
な
っ
て
物
部
神
社
か
ら
浜

田
県
に
問
合
わ
せ
が
寄
せ
ら
れ
た（

（（
（

。

　
　
　

物
部
神
社
新
嘗
祭
之
儀
ニ
付
御
伺

昨
壬
申
ノ
春
神
祇
省
ヨ
リ
御
渡
相
成
候
祭
典
式

0

0

0

中
ニ
ハ
新
嘗
祭

ニ
限
リ
夕
暁
二
度
ノ
神
饌
式
有
之
ニ
付
昨
壬
申
十
一
月
ニ
ハ
御

式
通
リ
執
行
候
所
其
後
式
部
寮
ヨ
リ
御
渡
相
成
候
神
饌
料
矢
張

祈
年
例
祭
ニ
同
神
饌
一
度
分
金
五
百
匹
ヲ
以
御
下
ケ
相
成
右
ハ

神
祇
省
御
廃
止
以
来
新
嘗
祭
式
モ
御
改
ニ
相
成
候
哉
新
嘗
祭
ニ

限
リ
餘
祭
一
度
分
之
料
ヲ
以
テ
神
饌
二
度
分
相
調
候
儀
有
之
間

敷
是
等
本
年
之
所
ハ
如
何
心
得
候
而
可
然
哉
式
部
寮
御
一
定
之

御
規
則
奉
伺
候
也

　
　
　
　
　
　

明
治
六
年
十
月　

物
部
神
社
宮
司
金
子
有
卿

　
　

浜
田
県
権
令
佐
藤
信
寛
代
理

　
　
　
　

浜
田
県
権
参
事
渡
邉
積
殿　
　
　
　
　
（
傍
点
筆
者
）

こ
れ
を
別
紙
と
し
て
浜
田
県
は
式
部
寮
に
左
の
ご
と
く
伺
い
を
立
て

た
。

国
幣
物
部
神
社
ヨ
リ
新
嘗
祭
之
儀
ニ
付
別
紙
之
通
伺
出
候
処
右

ハ
如
何
為
相
心
得
可
然
哉
此
段
相
伺
申
候
也

　
　
　
　

浜
田
県
権
令
佐
藤
信
寛
代
理

　
　

明
治
六
年
十
月
廿
日　

浜
田
県
権
参
事
渡
邉
積

　
　
　
　

式
部
頭
坊
城
俊
殿

式
部
寮
は
浜
田
県
に
対
し
、

伺
之
趣
昨
壬
申
十
一
月
当
寮
ヨ
リ
相
渡
候
新
嘗
祭
奉
幣
式
之
通

神
饌
一
度
供
進
之
儀
ト
心
得
候
様
神
官
ヘ
可
相
達
事

　
　

六
年
十
一
月
四
日

と
回
答
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
一
聯
の
や
り
と
り
か
ら
以
下
の
こ
と
が

わ
か
る
。
す
な
わ
ち
神
祇
省
は
神
饌
二
度
の
新
嘗
祭
式
を
策
定
し

「
祭
典
式
」
な
る
も
の
に
盛
り
込
み
、
こ
れ
を
官
国
幣
社
に
頒
布
し

た
。
五
年
三
月
に
祭
事
祀
典
の
事
務
を
神
祇
省
か
ら
引
継
い
だ
式
部
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寮
は
五
年
十
一
月
に
は
独
自
の
官
国
幣
社
新
嘗
祭
式
を
策
定
し
こ
れ

を
官
国
幣
社
に
通
達
し
た
。
何
等
か
の
手
違
い
に
よ
り
式
部
寮
の
新

嘗
祭
式
は
物
部
神
社
あ
る
い
は
浜
田
県
に
通
達
さ
れ
な
か
っ
た
。
六

年
に
な
り
物
部
神
社
は
餘
祭
一
度
分
の
神
饌
料
し
か
下
さ
れ
な
い
こ

と
に
疑
問
を
抱
き
上
述
の
伺
い
を
立
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。
神
祇
省

は
夕
暁
の
二
度
の
神
饌
を
供
す
る
御
饌
祭
型
の
新
嘗
祭
式
を
案
出
し
、

全
く
同
じ
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
式
次
第
が
版
本
『
祭

式
』
に
流
れ
込
ん
だ
可
能
性
が
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
式
部
寮
が
版
本
『
祭
式
』
に
検
討
を
加
え
た
結
果
、

祈
年
祭
に
代
表
さ
れ
る
奉
幣
祭
型
の
新
嘗
祭
式（

（（
（

と
し
て
明
治
五
年
十

一
月
に
官
国
幣
社
に
達
せ
ら
れ
た
。
こ
の
新
嘗
祭
式
が
式
部
寮
達

「
神
社
祭
式
」
の
基
本
型
と
な
っ
て
い
る
の
で
以
下
に
幣
物
・
神
饌

に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
『
祭
式
』
②
に
は
「
幣
物
三

種
」
に
対
し
て
「
官
幣
社
国
幣
社
ト
モ
地
方
ニ
於
テ
具
備
ス
」
と
割

註
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
幣
物
護
送
の
手
間
暇
を
軽
減
す
る

目
的
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
上
述
の
よ
う
に
四
年
十
月
の
大
嘗

会
班
幣
に
続
き
、
五
年
二
月
に
は
祈
年
祭
班
幣
が
行
わ
れ
た
。
た
と

え
ば
官
幣
小
社
札
幌
神
社
に
は
祈
年
幣
と
し
て
「
五
色
絹
各
五
尺
・

木
綿
二
両
・
祭
典
料
金
五
百
匹
」
が
班
た
れ
た
。
二
月
四
日
、
神
祇

省
神
殿
に
て
発
遣
さ
れ
た
幣
物
は
護
送
さ
れ
札
幌
神
社
に
至
り
社
頭

に
て
祈
年
幣
が
執
行
わ
れ
た
の
は
四
月
二
十
八
日
の
こ
と
で
あ
る（

（（
（

。

そ
し
て
五
年
七
月
十
七
日
に
は
「
官
国
幣
大
中
小
社
幣
帛
料
ヲ
定
ム

ル
儀
式
部
寮
伺
」
が
正
院
に
て
允
可
さ
れ
た
た
め
官
国
幣
社
の
例
祭

幣
帛
料
は
金
納
と
な
っ
た
。
例
祭
に
な
ら
い
新
嘗
祭
幣
帛
料
も
ま
た

金
納
と
定
ま
り
、
十
一
月
二
十
二
日
、
太
政
官
大
広
間
に
て
地
方
官

に
幣
物
（
金
幣
）
が
班
た
れ
た
。
札
幌
神
社
に
官
国
幣
社
新
嘗
祭
式
・

幣
帛
料
・
神
饌
料
が
到
着
し
た
の
は
翌
六
年
一
月
二
十
一
日
で
あ
っ

た（
（（
（

。
改
暦
に
よ
り
五
年
十
二
月
三
日
が
六
年
一
月
一
日
に
相
当
す
る

た
め
金
幣
の
護
送
に
一
箇
月
ほ
ど
要
し
た
こ
と
に
な
る
。
祈
年
祭
幣

物
の
護
送
期
間
は
約
三
箇
月
で
あ
っ
た
の
で
幣
物
金
納
に
よ
る
時
間

短
縮
が
認
め
ら
れ
る
。
勿
論
、
労
力
も
同
様
に
軽
減
さ
れ
た
は
ず
で

あ
る
。

　

金
幣
と
な
っ
た
幣
物
は
七
円
五
十
銭
（
大
社
）
五
円
五
十
銭
（
中

社
）
四
円
七
十
五
銭
（
小
社
）
と
差
等
が
設
け
ら
れ
て
も
、
そ
れ
ぞ

れ
の
金
貨
が
檀
紙
あ
る
い
は
大
奉
書
に
包
ま
れ
て
雲
脚
臺（

（（
（

に
載
せ
ら

れ
て
し
ま
う
と
外
観
上
の
違
い
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
官

国
幣
社
の
序
列
を
明
示
す
る
指
標
と
し
て
幣
物
に
か
わ
り
神
饌
が
選

ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
神
饌
は
も
と
も
と
現
地
で
調
達
さ

れ
る
た
め
護
送
の
手
間
も
掛
か
ら
な
い
。『
祭
式
』
②
に
は
「
神
饌

十
二
臺
〈
中
社
十
一
臺
小
社
十
臺
〉」「
鳥
〈
中
小
社
ニ
ハ
除
之
〉」

「
菓
〈
小
社
ニ
ハ
除
之
〉」
と
、
社
格
に
対
応
し
た
神
饌
品
目
・
臺
数

が
指
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
神
饌
に
よ
る
差
等
は
、
上
述
し
た
五
年

七
月
の
各
社
例
祭
幣
帛
料
が
金
納
と
さ
れ
た
際
の
幣
帛
料
の
打
分
け

に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
に
執
行
さ
れ
る
祭
式
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（
式
次
第
・
祝
詞
・
幣
物
神
饌
な
ど
を
ま
と
め
て
掲
載
し
た
摺
本
）
中
に
明

示
さ
れ
た
の
は
、
五
年
十
一
月
の
官
国
幣
社
新
嘗
祭
式
が
初
め
て
で
、

八
年
四
月
の
式
部
寮
達
「
神
社
祭
式
」
で
は
諸
祭
に
お
い
て
社
格
に

応
じ
た
神
饌
の
差
等
が
確
認
で
き
る
が
、
す
で
に
『
祭
式
』
の
な
か

で
は
神
饌
の
差
等
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
い
っ
ぽ
う
例
祭
に
お
い
て

官
幣
社
・
国
幣
社
の
別
が
設
け
ら
れ
た
『
祭
式
』
③
で
あ
る
が
神
饌

の
品
目
・
数
量
に
、
官
・
国
の
差
は
な
く
表
4
の
ご
と
く
で
あ
る
。

そ
し
て
祭
祀
に
供
さ
れ
る
神
饌
は
一
尺
二
寸
あ
る
い
は
一
尺
と
さ
れ

た
三
方
臺
に
載
せ
ら
れ
、
そ
の
三
方
臺
は
社
格
と
祭
祀
の
種
別
に
よ

り
決
め
ら
れ
た
臺
数
が
ま
と
め
て
八
脚
高
机
に
置
か
れ
る
。
八
脚
高

　
表
4
　『
祭
式
』
③
に
お
け
る
祭
祀
と
神
饌
の
対
応

祭
祀

大
祈

中
祈

小
祈

県
祈

郷
祈

村
祈

大
新

中
新

小
新

県
新

郷
新

村
新

大
例

中
例

小
例

県
例

郷
例

村
例

和
稲

△

△

△

△

△

△

○

○

○

○

△

△

△

△

△

△

△

△

荒
稲

△

△

△

△

△

△

○

○

○

○

△

△

△

△

△

△

△

△

酒

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

餅

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

海
魚

○

○

○

△

△

▲

○

○

○

△

△

△

○

○

○

○

○

○

川
魚

○

○

○

△

△

▲

○

○

○

△

△

△

○

○

○

○

○

○

野
鳥

△

△

○

△

△

水
鳥

△

△

○

△

△

海
菜

○

○

○

△

△

▲

○

○

○

△

△

△

○

○

○

△

△

△

野
菜

○

○

○

△

△

▲

○

○

○

△

△

△

○

○

○

△

△

△

菓

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

塩
水

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

臺
数

9

（

（

（

5

4

11

10

9

（

（

（

11

10

9

（

（

（

　

�（
大
＝
官
幣
大
社
、
中
＝
官
国
幣
中
社
、
小
＝
官
国
幣
小
社
、
県
＝
府
県
社
、
郷
＝
郷
社
、
村
＝
村
社
、
祈
＝
祈
年
祭
、
新
＝
新
嘗
祭
、
例
＝
例
祭
、
○
は
一
臺
、
△
は
〇
・
五
臺
、
▲

は
〇
・
二
五
臺
）
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机
は
長
五
尺
と
さ
れ
る
か
ら
、
場
合
に
よ
っ
て
は
二
脚
あ
る
い
は
三

脚
が
設
営
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
式
部
寮
編
『
神
社
祭
式
』
附
図
に
は

こ
れ
ら
の
祭
器
具
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
社
格
の
指
標
が
幣
物
か
ら

神
饌
に
な
っ
た
か
ら
に
は
、
こ
れ
ら
の
祭
器
具
の
規
格
化
も
重
視
さ

れ
た
に
違
い
な
い
。
附
図
に
載
せ
ら
れ
た
祭
器
具
は
い
ず
れ
も
彩
色

が
施
さ
れ
、
そ
の
寸
法
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
表
4
に
み
る
が
如
く
極
め
て
組
織
的
に
序
列
化
さ
れ
た

神
饌
品
目
・
臺
数
は
ど
の
よ
う
に
し
て
決
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
祭
式
』
④
に
そ
の
答
え
が
あ
る
。『
祭
式
』
④
の
み
「
仮
殿
遷
坐
」

「
本
殿
遷
坐
」
の
組
合
せ
が
三
組
あ
り
、
官
幣
大
社
安
房
神
社
の
遷

座
祭
式
の
神
饌
品
目
の
調
査
・
策
定
に
用
意
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る（

（（
（

。

こ
れ
を
み
る
と
順
を
追
っ
て
神
饌
の
臺
数
・
品
目
が
充
実
し
て
ゆ
く

の
だ
が
、
神
饌
品
目
が
決
定
す
る
ま
で
の
過
程
は
次
の
三
段
階
に
分

け
ら
れ
る
。

　
【
第
一
段
】�　

官
幣
大
社
の
仮
殿
遷
坐
式
・
同
本
殿
遷
坐
式
の
神
饌

臺
数
を
各
々
10
・
11
と
す
る
。

　
【
第
二
段
】�　

官
国
幣
中
社
以
下
の
神
社
に
つ
い
て
も
一
臺
の
等
差

を
も
っ
て
仮
殿
遷
坐
式
・
同
本
殿
遷
坐
式
の
神
饌
臺
数

を
決
め
る
。

　
【
第
三
段
】�　

神
饌
臺
数
に
応
じ
た
神
饌
品
目
の
内
訳
を
決
め
る
。

　

こ
の
三
段
階
の
過
程
を
表
5
表
（
表
（
に
示
す
。
興
味
深
い
の
は

神
饌
の
品
目
よ
り
も
先
に
三
方
の
臺
数
が
決
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
方
式
に
よ
り
社
格
の
序
列
と
と
も
に
祭
祀
の
序
列
（
あ

る
い
は
特
徴
）
が
視
覚
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
四
冊
の
『
祭
式
』
の
な
か
で
は
官
幣
・
国
幣
の
別
が
あ
る

『
祭
式
』
③
が
最
も
遅
く
ま
で
更
新
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て

式
部
寮
に
よ
る
祭
式
の
取
調
べ
は
、
最
終
的
に
は
星
野
が
指
摘
す
る

よ
う
、
七
年
一
月
に
は
終
わ
っ
た
の
で
教
部
省
に
対
し
『
祭
式
』
の

内
容
の
是
非
に
つ
き
照
会
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
た
教
部
省
は
、

次
の
よ
う
に
回
答
し
て
い
る
。

先
日
御
打
合
有
之
候
祭
式
之
内
府
県
社
以
下
祭
典
之
節
ハ
地
方

官
員
或
ハ
区
戸
長
之
ニ
臨
ミ
其
幣
物
等
ノ
具
否
ヲ
問
ヒ
又
神
饌

ハ
幾
臺
幣
物
ハ
幾
何
ト
御
定
之
義
相
見
候
処
府
県
社
以
下
之
儀

0

0

0

0

0

0

0

ハ
総
テ
祠
官
祠
掌
俸
給
モ
無
之
人
民
私
費
ヲ
以
奉
仕
致

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

其
上
右

等
之
神
社
地
方
之
請
願
ヲ
相
立
候
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
間
ニ
ハ
官
撰
ニ

テ
其
社
格
ヲ
定
候
向
モ
有
之
随
テ
社
頭
之
大
小
社
入
之
多
少
モ

候
処
本
文
ノ
如
其
社
格
ヲ
遂
ヒ
官
ヨ
リ
一
概
ニ
祭
式
ヲ
被
為
有

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

候
テ
モ
到
底
難
被
行
竟
ニ
ハ
費
用
等
ニ
堪
兼
候
旨
ヲ
以
社
格
ヲ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

降
候
様
追
々
苦
願
申
出
社
数
相
減
候
ハ
必
然
之
勢

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ニ
付
可
相
成

ハ
此
旨
御
参
酌
之
上
其
式
ノ
ミ
御
掲
示
ニ
テ
実
地
ハ
其
社
其
土

之
適
宜
ニ
任
セ
執
行
候
様
被
仰
出
度
仍
テ
此
段
見
込
之
儘
申
入

候
也
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表
7
　【
第
三
段
】
の
神
饌
臺
数
・
品
目

祭
祀

大
仮

中
仮

小
仮

県
仮

郷
仮

村
仮

大
本

中
本

小
本

県
本

郷
本

村
本

臺
数

10

9

（

（

（

5

11

10

9

（

（

（

洗
米

○

○

○

○

○

○

和
稲

○

○

○

○

○

○

荒
稲

○

○

○

○

○

○

餅

○

○

○

○

酒

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

海
魚

○

○

○

△

△

△

○

○

○

△

△

△

川
魚

○

○

○

△

△

△

○

○

○

△

△

△

鳥

○

○

海
菜

○

○

○

○

○

△

○

○

○

○

○

△

野
菜

○

○

○

○

○

△

○

○

○

○

○

△

菓

○

○

○

○

○

○

○

○

塩
水

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

表
5
　【
第
一
段
】
の
神
饌
臺
数

祭
祀

大
仮

中
仮

小
仮

県
仮

郷
仮

村
仮

大
本

中
本

小
本

県
本

郷
本

村
本

臺
数

10

11

　

�　
（
大
＝
官
幣
大
社
、
中
＝
官
国
幣
中
社
、
小
＝
官
国
幣
小
社
、
県
＝
府
県
社
、
郷
＝
郷
社
、
村
＝
村
社
、
仮
＝
仮
殿
遷
坐
、

本
＝
本
殿
遷
坐
、
○
は
一
臺
、
△
は
〇
・
五
臺
）

表
6
　【
第
二
段
】
の
神
饌
臺
数

祭
祀

大
仮

中
仮

小
仮

県
仮

郷
仮

村
仮

大
本

中
本

小
本

県
本

郷
本

村
本

臺
数

10

9

（

（

（

5

11

10

9

（

（

（
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明
治
七
年
二
月
廿
四
日　
　

教
部
大
輔
宍
戸
璣

　
　
　
　
　
　
　
　

式
部
頭
坊
城
俊
政
殿　
　
　
（
傍
点
筆
者
）

右
の
教
部
省
回
答
に
よ
る
と
、
民
費
を
も
っ
て
総
て
を
賄
う
府
県
社

以
下
神
社
に
あ
っ
て
厳
格
な
祭
式
を
励
行
す
る
こ
と
は
難
し
く
費
用

に
耐
え
兼
ね
降
格
を
願
い
出
る
神
社
も
あ
ろ
う
と
い
う
至
極
当
然
な

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
式
部
寮
は
以
下
の
よ
う
に
返
答
し
た
。

祭
式
之
内
府
県
社
以
下
云
々
之
儀
致
了
承
候
則
別
紙
之
通
書
副

可
相
伺
見
込
ニ
候
間
此
段
御
承
知
有
之
度
候
也

　
　

明
治
七
年
二
月
廿
五
日　
　

式
部
頭
坊
城
俊
政

　
　
　
　
　
　
　
　

教
部
大
輔
宍
戸
璣
殿

添
附
さ
れ
た
別
紙
に
は
、
式
部
寮
に
よ
る
修
正
案
が
次
の
よ
う
に
示

さ
れ
た（

（（
（

。
府
県
社
祈
年
祭

　

�

官
国
幣
社
ノ
祭
式
畢
テ
後
日
ヲ
択
テ
祀
ル
ベ
シ
（
以
下
書
副
）

但
シ
府
県
社
以
下
ハ
総
テ
「
民此
五
字
ヲ
除
ク
歟

費
タ
レ
バ
」
此
式
ニ
原
ヅ
キ

諸
祭
奉
仕
ノ
人
員
及
ビ
神
饌
幣
物
等
総
テ
各
地
ノ
適
宜
ニ
任

0

0

0

0

0

0

0

ス
ベ
シ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0

0

0

（
傍
点
筆
者
）

右
修
正
案
に
よ
る
と
府
県
社
以
下
に
つ
い
て
は
「
各
地
ノ
適
宜
ニ

任
」
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
式
部
寮
に
よ
る
神
饌
品
目
・
数
量
の

取
り
決
め
は
全
国
神
社
の
諸
祭
を
網
羅
す
る
極
め
て
組
織
立
っ
た
も

の
で
あ
っ
た
が
、
理
想
に
走
り
過
ぎ
民
費
を
も
っ
て
経
営
さ
れ
る
府

県
社
以
下
神
社
に
と
っ
て
は
費
用
負
担
に
よ
る
悪
影
響
が
懸
念
さ
れ

た
。
し
た
が
っ
て
式
部
寮
も
軌
道
修
正
を
餘
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
結
局
、
八
年
四
月
の
式
部
寮
達
「
神
社
祭
式
」
は
官
国
幣
社
で

行
な
わ
れ
る
祭
祀
に
対
す
る
規
則
を
定
め
る
も
の
に
な
っ
た
。
し
か

も
官
社
で
あ
っ
て
も
祭
典
費
の
裏
付
け
の
な
い
遷
座
祭
は
神
饌
の
臺

数
の
み
指
定
さ
れ
、
品
目
の
詳
細
な
打
ち
分
け
は
削
除
さ
れ
た
。

　

本
稿
で
は
神
社
祭
祀
の
包
括
的
な
規
則
で
あ
る
明
治
八
年
の
式
部

寮
達
「
神
社
祭
式
」
の
制
定
過
程
を
四
冊
の
『
祭
式
』
の
内
容
を
検

討
す
る
こ
と
で
明
か
に
し
た
。
明
治
八
年
の
「
上
神
社
祭
式
表
」
に

は
、

全
国
ノ
社
格
ヲ
定
ム
ル
ニ
至
ル
夫
レ
幣
ニ
官
国
ノ
別
ア
リ
社
ニ

府
県
郷
村
ノ
等
ヲ
立
ツ
幣
帛
ノ
奠
籩
豆
ノ
享
一
定
ノ
式
無
ル
可

ラ
ス

と
官
国
幣
社
以
下
神
社
の
社
格
が
幣
帛
・
神
饌
を
も
っ
て
辨
別
さ
れ

る
べ
き
こ
と
を
説
く
。
こ
れ
は
単
な
る
修
辞
で
は
な
く
式
部
寮
が
実

践
し
た
事
実
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
教
書
と
し
て
の
性
格
は
極
力
抑
え

ら
れ
て
い
る
も
の
の
神
社
祭
祀
の
淵
源
が
間
違
い
な
く
宮
中
祭
祀
に

あ
る
こ
と
を
『
神
社
祭
式
』
は
物
語
っ
て
い
る
。

註（1
）　

拙
稿
「
改
暦
前
後
の
神
社
祭
祀
」（『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』

復
刊
五
三
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
）。

（
2
）　

本
稿
に
お
い
て
原
則
と
し
て
、
法
令
は
式
部
寮
達
「
神
社
祭
式
」、
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書
籍
は
式
部
寮
編
『
神
社
祭
式
』
と
表
記
す
る
が
、
場
合
に
よ
っ

て
は
厳
密
に
区
別
し
て
い
な
い
こ
と
を
は
じ
め
に
お
断
り
す
る
。

『
神
社
祭
式
』
は
家
蔵
の
式
部
寮
編
『
神
社
祭
式
』（
明
治
八
年
四

月
）
を
参
照
し
た
。

（
（
）　

函
架
番
号109

・（（（

。

（
4
）　

高
原
光
啓
「
式
部
寮
達
「
神
社
祭
式
」
の
制
定
過
程
」（『
神
道
宗

教
』
一
九
三
、
平
成
十
六
年
一
月
）。

（
5
）　

星
野
光
樹
「
修
祓
に
関
す
る
一
考
察

―
「
神
社
祭
式
」
の
制
定

過
程
を
中
心
に

―
」（『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
復
刊
五
二
、

平
成
二
七
年
十
一
月
）。

（
（
）　

河
野
省
三
「
明
治
初
年
の
教
化
運
動
」（『
國
學
院
大
學
紀
要
』
一
、

昭
和
七
年
十
一
月
）。

（
（
）　

神
宮
教
院
蔵
版
『
五
儀
略
式
解
除
式
』（
明
治
六
年
七
月
）。

（
（
）　

神
宮
教
院
蔵
版
『
年
中
神
拝
略
記
』（
明
治
六
年
七
月
）。

（
9
）　�

国
会
図
書
館
蔵
『
太
陽
暦
』（
永
続
的
識
別
子info:ndljp/

pid/25（25（（

）「
皇
大
神
宮
大
麻
奉
祀
式
」（
明
治
六
年
十
二
月
）。

（
10
）　

た
だ
し
宮
中
の
天
長
節
祭
の
賢
所
祝
詞
に
は
教
説
は
含
ま
れ
な
い
。

そ
の
内
容
は
「
掛
巻
母
恐
支
賢
所
乃
大
前
尓
式
部
助
従
三
位
橋
本

実
梁
恐
美
恐
美
母
白
左
久
今
日
乃
此
日
乃
天
長
節
尓
侍
従
正
四
位

富
小
路
敬
直
乎
使
止
為
弖
御
玉
串
乎
捧
奉
利
斎
祭
良
世
給
布
賀
故

尓
御
食
御
酒
魚
乎
始
弖
種
種
乃
物
乎
備
奉
弖
慎
敬
比
仕
奉
留
事
乎

聞
食
世
止
白
須
如
此
聞
食
弖
婆
天
皇
乃
大
朝
廷
乎
弥
益
益
尓
常
石

尓
堅
石
尓
仕
奉
留
百
官
人
等
天
下
四
方
国
乃
公
民
尓
至
留
麻
弖
尓

伊
賀
志
夜
具
波
延
乃
如
立
栄
志
米
給
倍
止
白
須
事
乎
聞
食
世
止
恐

美
恐
美
母
白
須
」（
宮
内
公
文
書
館
蔵
『
儀
式
録
5
明
治
5
年
』

（
識
別
番
号1（12

識
別
枝
番
号
5
）「
巻
之
三　

天
長
節
式
」）
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
勅
使
が
玉
串
を
奉
る
た
め
大
前
に
神
饌
が

供
せ
ら
れ
る
こ
と
を
報
告
し
た
う
え
で
朝
廷
官
人
・
全
国
臣
民
の

繁
栄
を
祈
念
す
る
の
み
で
あ
る
。
皇
霊
祝
詞
・
八
神
天
神
地
祇
祝

詞
も
ま
た
同
様
で
、「
誕
生
之
式
」
の
よ
う
に
伊
邪
那
岐
命
の
事

績
や
顕
幽
分
界
の
こ
と
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

（
11
）　
「
葬
祭
之
式
」
は
原
由
の
み
を
載
せ
詳
細
は
『
葬
祭
略
式
』
を
参

観
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。『
葬
祭
略
式
』
に
つ
い
て
は
藤
田

大
誠
『
近
代
国
学
の
研
究
』「
第
二
章　

明
治
初
年
の
国
家
祭
祀

形
成
と
国
学
者

―
神
祇
官
・
神
祇
省
の
考
証
作
業
を
中
心
に

―
」「
五　
『
葬
祭
略
式
』
の
成
立
」
を
参
照
。

（
12
）　
『
神
宮
・
明
治
百
年
史
』
上
（
昭
和
六
十
二
年
九
月
）
二
七
九
頁
。

（
1（
）　

元
始
祭
は
明
治
五
年
十
一
月
十
五
日
の
教
部
省
第
二
六
号
達
に
よ

り
、
祈
年
祭
・
新
嘗
祭
・
例
祭
〈
年
中
一
度
の
大
祭
〉・
天
長
節

祭
・
両
度
祓
式
と
と
も
に
官
幣
社
官
祭
に
指
定
さ
た
が
、
阪
本
是

丸
の
研
究
（
阪
本
是
丸
『
国
家
神
道
形
成
過
程
の
研
究
』（
岩
波

書
店
、
一
九
九
四
年
一
月
）「
第
Ⅰ
部　

近
代
神
社
制
度
と
国
家

祭
祀
の
再
編
」「
第
三
章　

近
代
神
社
制
度
の
整
備
過
程
」「
六　

官
社
経
費
を
め
ぐ
る
大
蔵
・
教
部
両
省
の
対
応
」）
に
よ
れ
ば
祭

典
費
の
裏
付
け
の
な
い
も
の
で
、
神
社
祭
祀
の
中
核
と
は
な
ら
な

か
っ
た
。

（
14
）　
「
祭
式
」
は
「
祭
儀
」（
前
掲
、
高
原
論
文
を
参
照
の
こ
と
）
と
ま

と
め
て
謄
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
奥
付
（
二
十
七
丁
ウ
）
に
は

「
明
治
六
年
四
月
下
院マ
マ

於
浪
萃
旅
寓
謹
而
書
写
之
／
浜
田
厳
彦
」

続
け
て
「
同
年
六
月
下
旬
浜
田
主
ニ
乞
得
テ
謹
而
書
写
之
／
池
清

水
（
花
押
影
）」
と
明
治
六
年
に
お
け
る
二
度
の
転
写
の
来
歴
が

明
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
裏
表
紙
見
返
し
遊
び
に
は
「
宮
地
直

一
氏
蔵
本
を
神
社
局
に
於
て
謄
写
一
本
を
贈
ら
る
／
昭
和
三
年
四

月
／
阪
本
廣
太
郎
」
と
神
社
局
時
代
に
謄
写
版
を
作
成
す
る
に
あ



式部寮達「神社祭式」の成立（竹内）207

た
り
も
う
一
度
、
都
合
三
度
、
転
写
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
星
野

は
最
初
の
転
写
の
日
付
で
あ
る
明
治
六
年
四
月
を
も
っ
て
「
上
申
」

さ
れ
た
と
し
て
い
る
が
、
筆
者
は
木
版
『
祭
式
』
が
編
輯
さ
れ
た

の
は
五
年
六
七
月
の
こ
と
と
考
え
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
本

文
に
お
い
て
後
述
す
る
。

（
15
）　
『
神
社
協
会
雑
誌
』
第
二
十
三
年
四
号
、
四
一
頁
。

（
1（
）　

藤
田
大
誠
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
内
題
に
「
正
二
位
大
教
正
近
衛
忠

房
従
五
位
大
教
正
千
家
尊
福
攷
定
」
の
識
語
を
掲
げ
る
『
葬
祭
略

式
』
は
教
部
省
編
輯
課
に
お
い
て
準
備
さ
れ
た
と
い
う
（『
近
代

国
学
の
研
究
』「
第
三
章　

明
治
初
年
に
お
け
る
神
社
行
政
と
国

学
者
の
考
証

―
教
部
省
考
証
課
の
営
み
を
通
し
て

―
」「
四　

教
部
省
内
編
輯
課
か
ら
考
証
課
へ
」）。

（
1（
）　

宮
内
公
文
書
館
蔵
『
祭
祀
録　

明
治
五　

資
料
12　

巻
12
』（
識

別
番
号（29（4

）「
規
則
雑
件
」。

（
1（
）　

前
掲
『
近
代
国
学
の
研
究
』
に
お
い
て
藤
田
は
明
治
六
年
段
階
と

し
な
が
ら
も
教
部
省
の
職
掌
に
つ
き
「
教
導
職
等
の
教
義
に
関
す

る
書
（
教
書
）
に
対
す
る
検
査
、
出
版
統
制
は
行
な
う
が
、
最
早

教
部
省
自
身
が
教
書
を
編
輯
す
る
と
い
う
意
図
は
全
く
無
く
な
っ

て
い
る
（
だ
か
ら
こ
そ
「
編
輯
課
」
を
改
称
し
「
考
証
課
」
と
し

た
の
で
あ
ろ
う
）」（
一
五
〇
頁
）
と
考
察
し
て
い
る
。

（
19
）　
『
明
治
天
皇
紀
』
明
治
四
年
十
月
十
五
日
条
。

（
20
）　
『
長
門
国
一
ノ
宮
住
吉
神
社
史
料
』
上
（
昭
和
五
十
年
十
二
月
）

に
は
明
治
大
嘗
祭
関
聯
の
史
料
と
し
て
「
四
〇
七　

大
嘗
祭
班
幣

通
達
書
」「
四
〇
八　

神
祇
省
達
写
」「
四
〇
九　

奉
幣
祭
式
次
第
」

「
四
一
〇　

奉
幣
祭
祝
詞
案
」
の
四
件
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
う
ち
四
〇
九
が
式
次
第
で
そ
の
冒
頭
に
掲
げ
る
「
奉
幣
社
頭
之

儀
」
が
神
祇
省
達
に
よ
る
官
国
幣
社
奉
幣
祭
の
名
称
と
考
え
ら
れ

る
。

（
21
）　

宮
内
公
文
書
館
蔵
『
祭
祀
録　

明
治
六　

資
料
4　

第
4
』（
識

別
番
号（2990

）「
新
嘗
祭
」。

（
22
）　

御
饌
祭
か
ら
奉
幣
祭
へ
の
意
識
の
変
化
に
つ
い
て
は
中
西
正
幸
が

「
御
饌
・
奉
幣
の
二
儀
を
め
ぐ
っ
て
歴
史
を
た
ど
る
と
、
つ
よ
く

朝
廷
や
神
祇
官
の
影
響
が
お
よ
び
、
祭
儀
の
中
心
は
御
饌
祭
よ
り

も
奉
幣
祭
に
移
行
し
た
。
た
と
え
ば
神
嘗
祭
の
祭
名
が
新
穀
供
進

そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
神
宮
自
体
の
古
儀
で
あ
る
が
、

や
が
て
「
例
幣
」
と
呼
び
な
ら
わ
す
朝
廷
の
官
幣
奉
納
を
重
視
し
、

そ
の
幣
帛
奉
奠
日
を
も
っ
て
意
義
づ
け
る
と
い
う
大
き
な
意
識
変

化
が
見
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
」（
中
西
正
幸
『
神
宮
祭
祀
の
研
究
』

（
国
書
刊
行
会
、
平
成
十
九
年
七
月
）
四
四
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
2（
）　
『
北
海
道
神
宮
史
』
上
（
平
成
三
年
九
月
）
九
七
～
九
八
頁
。

（
24
）　

同
、
一
〇
七
～
一
〇
八
頁
。

（
25
）　

式
部
寮
編
『
神
社
祭
式
』
附
図
に
は
幣
物
と
雲
脚
臺
が
続
け
て
掲

載
さ
れ
て
い
る
（
二
十
二
丁
ウ
か
ら
二
十
三
丁
オ
）。

（
2（
）　
『
祭
式
』
④
の
遷
坐
式
の
な
か
に
「
安
房
神
社
之
也
」
の
書
込
み

が
あ
る
。
安
房
神
社
は
明
治
六
年
九
月
に
教
部
省
に
遷
宮
の
伺
出

を
し
、
十
月
教
部
省
か
ら
式
部
寮
に
掛
合
が
あ
り
、
式
部
寮
か
ら

教
部
省
へ
の
回
答
に
こ
の
『
祭
式
』
④
の
「
仮
殿
遷
坐
」
式
の
内

容
が
提
示
さ
れ
て
い
る
（
宮
内
公
文
書
館
蔵
『
祭
祀
録　

明
治
六　

資
料
（　

第
（
』「
官
国
幣
諸
社
雑
件
」）。

（
2（
）　
『
祭
式
』
③
に
は
こ
の
修
正
案
に
対
応
す
る
附
箋
が
施
さ
れ
て
い
る
。

（
春
日
神
社
権
禰
宜
）


